
東大和市子ども・子育て未来プラン
《令和２年度実施状況報告書》







　計画の策定体制

　計画の概要

　計画の期間

　本計画は、東大和市のすべての子どもたちの健やかな育ちと若者・子育て世代を支援するための総合的な
計画です。市民一人ひとりが子育てについて理解と認識を深め、家庭、教育・保育施設、学校、事業者、地
域の関係者等と市が相互に協力し、地域社会が一体となって子どもたちの健やかな育ちと若者・子育て世代
の支援を推進していけるよう、第２期東大和市子ども・子育て支援事業計画を初めとする５つの計画を一体
的に策定するものです。

　本計画は、東大和市総合計画（基本構想/基本計画）を上位計画として、東大和市地域福祉計画などの各
行政計画との調和を図り策定します。

　本計画のうち、「第2期東大和市子ども・子育て支援事業計画」、「第１期新・放課後子ども総合プラン
に基づく東大和市行動計画」及び「第1期東大和市次世代育成支援行動計画」については、子ども・子育て
支援法第61条及び次世代育成支援対策推進法第８条に基づき、令和２（２０２０）年度から令和６（２０２
４）年度までの５か年を計画期間としています。
　併せて、本計画に包含する「第１期東大和市子ども・若者計画」、「第１期東大和市子どもの貧困対策計
画」についても、上記の計画期間と合わせた計画期間としています。
　また、「第２期東大和市子ども・子育て支援事業計画」及び「第１期新・放課後子ども総合プランに基づ
く東大和市行動計画」については、国の指針等に沿い、必要に応じて、計画の中間年において計画の見直し
を行うものとします。

　本計画を策定するための基礎資料を得るため、「子ども・子育て支援ニーズ調査」を実施し、子育て支援
に関するサービスの利用状況や今後の利用希望などの把握を行いました。
　また、子ども・子育て支援法第７７条に基づく「審議会その他の合議性の機関」として「東大和市子ど
も・子育て支援会議」を設置しています。委員は、子どもの保護者、学識経験者、子ども・子育て支援に関
する事業に従事する者及び学校関係者により構成され、市長の諮問に応じ、計画の内容等について調査審議
を行いました。

　本計画の実現については、PDCAサイクルに基づいて、５つの計画の実施状況について点検・評価を行い、
必要に応じて、計画の改善や見直しなどの措置を講じていくこととします。

  計画の推進体制
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［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］［ 基本目標 ］

（１）子育て家庭に対する相談体制の充実

２ ライフステージに

沿った子どもの成長と

発達を支援する環境を

つくります
【対応・関連する計画】

○第２期子ども・子育て

支援事業計画

○第１期次世代育成支援

行動計画

○第１期新・放課後子ど

も総合プランに基づく

市行動計画

３ 子育てしやすい安

全・安心な環境をつく

ります
【対応・関連する計画】

○第２期子ども・子育て

支援事業計画

○第１期次世代育成支援

行動計画

○第１期新・放課後子ど

も総合プランに基づく

市行動計画

４ 子ども・若者の健

やかな成長と自立を支

える地域をつくります
【対応・関連する計画】

○第１期子ども・若者計画

５ 支援や配慮を必要

とする子どもや家庭を

支える地域をつくりま

す
【対応・関連する計画】

○第１期子どもの貧困対策

計画

（２）安心して子どもを生み育てることができる
環境の整備

（３）妊娠・出産・育児期の健康づくりへの支援

（４）子育て家庭を地域で支える仕組みの充実

（１）家庭教育の充実

（２）幼児教育・学校教育の充実

（３）就学前教育と小学校教育との連携

（４）子どもの健全な成長への支援

（５）放課後等の居場所づくりへの支援

（１）子どもたちの安全の確保

（２）子育てと仕事の両立支援の仕組みづくり

（３）子育てを支援する生活環境の整備

（４）健やかな成長を支える教育・保育環境の
充実

（１）子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす
教育の充実

（２）青少年の健全育成の推進

（３）生きづらさを抱える若者への支援

（１）児童虐待防止対策の推進

（２）子どもと子どもの育ちを支える者への支援
（家庭的養護を含む）

（３）貧困の状況にある子どもたちへの支援

（４）障害のある子どもへの支援

１ 妊娠・出産・子育

ての切れ目のない支援

の仕組みをつくります
【対応・関連する計画】

○第２期子ども・子育て

支援事業計画

○第１期次世代育成支援

行動計画
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　　また、評価の理由と、次年度以降の方向性についても掲載しています。

〇　本計画全体を通した「成果指標」については、次のとおり設定し、次期計画策定に向けて行
　う予定の東大和市子ども・子育て支援ニーズ調査の結果を踏まえ、評価を行います。

〇　教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容については、各事業の
　「令和２年度の計画値」と実績値を比較した結果、どの程度達成したかについての自己評価を次
　の４つの数字で表しています。

　３・・・達成、２・・・ほぼ達成、１・・・一部達成、０・・・達成できず　

　　また、評価の理由と、次年度以降の方向性についても掲載しています。

〇　第１期東大和市次世代育成支援行動計画については、各事業の達成目標について、令和２年度
　に取り組んだ結果、どの程度到達したかについての自己評価で、その結果を次の４つで表してい
　ます。

　３・・・達成、２・・・ほぼ達成、１・・・一部達成、０・・・達成できず　

備　考

東大和市子ども・
子育て支援ニーズ

調査

東大和市における
子育て環境や支援
への満足度（５段
階評価で３以上の
割合）

（３）各事業の評価及び次年度以降の方向性について

就学児家庭 74.10% 80.00%

〇　なお、計画に定める量の見込みに大きな変動が生じる場合は、必要に応じて、計画の一部見直
　しを行います。

〇　本計画のうち、「第2期東大和市子ども・子育て支援事業計画」、「第１期新・放課後子ども
　総合プランに基づく東大和市行動計画」及び「第１期東大和市次世代育成支援行動計画」につい
　ては、庁内関係各課において、具体的な内容を毎年度ごとに点検・評価し、対象事業等の実施状
　況を国の基本方針に基づいて公表します。

　計画の進行管理

（２）計画の成果指標

計画全体

（１）進捗状況の管理

〇　計画期間中の進行管理、事業の実施状況等の点検・評価については、市長の附属機関である
　「東大和市子ども・子育て支援会議」において、専門的知見や市民の立場からの視点で意見や調
　査審議等を行います。

〇　「東大和市子ども・子育て支援会議」において、事業の実施状況や実績等について点検・評価
　し、必要に応じて改善を促された事業等については、改善に向け必要な措置を講ずるよう努めま
　す。

〇　「第１期東大和市子ども・若者計画」、「第１期東大和市子どもの貧困対策計画」に基づく対
　象事業等の実施状況については、次期計画策定に向けて行う予定の東大和市子ども・子育て支援
　ニーズ調査の結果等を踏まえ、評価を行います。

目標値（令和６（２
０２４）年度末）

未就学児家庭 78.10% 80.00%

指標 区分
現状（平成３０（２
０１８）年度実績）
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【参考】子ども・子育て支援法
(基本指針)
第六十条
２　基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一　子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を一体的に提供する体
制その他の教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域
子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
二　次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支
援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第
六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
三　児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との
連携に関する事項
四　労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策と
の連携に関する事項
五　前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育
て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事
項

【参考】次世代育成支援対策推進法
(市町村行動計画)
第八条　市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期
として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やか
な成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業
生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」と
いう。)を策定することができる。

　子ども・子育て支援事業計画の概要

　本計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画です。
女性の就業率の上昇や令和元（２０１９）年１０月からの幼児教育・保育の無償化の影響、首都圏における保
育士人材不足などの社会情勢等を踏まえた、幼児期の教育・保育の質・量の確保のための方策及び地域の実情
を踏まえた地域子ども・子育て支援の方策について、平成３１（２０１９）年３月公表の東大和市子ども・子
育て支援ニーズ調査の結果等を勘案し、策定しました。
　計画の内容につきましては、子ども・子育て支援法第77条に基づき、学識経験者、公募委員（子どもの保護
者）、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、学校教育関係者の11名から構成される「東大和市子ど
も・子育て支援会議」にて、審議・検討を行いました。

【参考】子ども・子育て支援法
（市町村子ども・子育て支援事業計画）
第六十一条　市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の
提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事
業計画」という。）を定めるものとする。

（市町村等における合議制の機関）
第七十七条　市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制
の機関を置くよう努めるものとする。

　第１期新・放課後子ども総合プランに基づく東大和市行動計画の概要

　本計画は、次世代育成支援対策推進法第8条の行動計画策定指針及び子ども・子育て支援法第60条第2項の基
本指針に基づき、平成３０（２０１８）年９月に定められた新・放課後子ども総合プランに基づく市の行動計
画です。
　すべての小学校就学児童が安全・安心に過ごし、多様な体験や活動を行うことができる放課後等の居場所づ
くりのための方策について、女性の就業率の上昇などの社会情勢等を踏まえ、平成３１（２０１９）年３月公
表の東大和市子ども・子育て支援ニーズ調査の結果等を勘案し、策定するものです。
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教育・保育給付認定　（子ども・子育て支援法第１９条）
保育園・認定こども園・小規模保育事業所等の利用

０～２歳児 3号認定

保育標準時間利用（最長11時間）

　－

保育短時間利用（最長８時間）

３～５歳児 2号認定

保育標準時間利用（最長11時間）

1号認定

教育標準時間利用

１．教育・保育の量の見込みと確保の内容

「認定区分」と「家庭類型」による事業の対象家庭の抽出

（１）認定区分について
  年齢と保育の必要性（事由・区分）に基づいて、１・２・３号認定に区分します。
  以下のとおり、保育園の利用要件である「保育の必要性の事由」について、基準を設けています。

　標準時間（主にフルタイムの就労を想定。）及び短時間（主にパートタイムの就労を想定。）の２区分の
保育必要量を設けることになります。
　上記内容に加え、年齢で区分した場合の認定区分は、次のとおりとなります。

保育を必要とする 保育を必要としない

保育短時間利用（最長８時間） （標準4時間）

「保育の必要性」の事由

以下のいずれかの事由に該当すること

※同居の親族その他の者が当該児童を保育することができる場合、その優先度を調整することが可能

①就労

・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応（一時預かりで対応可能な短時間の就

労は除く）

・居宅内の労働（自営業、在宅勤務など）を含む。

②妊娠、出産

③保護者の疾病、障害

④同居の親族（長期入院等をしている親族を含む。）を常時介護又は看護していること。

⑤災害復旧

⑥求職活動

・起業準備を含む

⑦就学

・職業訓練校等における職業訓練を含む

⑧虐待やＤＶのおそれがあること

⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

⑩その他

上記に類する状態として市町村が認める場合
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【 教育・保育 】

【 地域子ども・子育て支援事業 】

　地域子ども・子育て支援事業には、上記以外に、「妊婦健康診査」、「乳児家庭全戸訪問事業」、「養育
支援訪問事業」、「要保護児童対策地域協議会運営事業」、「実費徴収に係る補足給付を行う事業」、「多
様な事業者の参入促進・能力活用事業」があります。

10
　　子育て援助活動支援事業

未就学児及び小学生等
　　　　　　（ファミリー・サポート・センター事業）

11 利用者支援事業 子育て中の親子(妊婦含む)

8
一時預かり事業（在園児対象） ３～５歳

　　　　〟　　（在園児以外対象） ０～５歳

9 病児保育事業（病児・病後児保育事業）
０～５歳

小学１～６年生

6 子育て短期支援事業（子どもショートステイ事業） ２～１２歳以下の小学生

7 地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業） ０～５歳

4 時間外保育事業（延長保育事業） ０～５歳

5 放課後児童健全育成事業（学童保育所運営事業） 小学１～６年生

０～２歳保育園
地域型保育

事業 本計画における対象

認定こども園

保育園

3 保育認定
認定こども園

3号認定

1 教育標準時間認定
幼稚園

1号認定

３～５歳

認定こども園

2 保育認定

幼稚園

2号認定

「量の見込み」を算出する項目

　下記の１～１１事業については、平成３１（２０１９）年３月公表の東大和市子ども・子育て支援ニーズ
調査を参考に量の見込みの算出を行っています。

事業 （認定区分） 対象
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　人口の見込み

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

計

※コーホート変化率法：同年または同期間の過去における実績人口の動態から「変化率」を求め、それ
　　　　　　　　　　　に基づき将来人口を推計する方法。

792 788 776 748 780
8,648 8,479 8,299 8,118 7,950

770 743 775 721 707
786 774 746 778 724

772 718 705 728 674
739 771 717 704 727

711 734 680 668 603
712 700 723 669 658

683 673 607 639 623
735 681 669 604 636

622 654 638 626 612
679 612 644 628 616

（2022年度） （2023年度） （2024年度）

647 631 619 605 590

　子ども・子育て支援事業計画で定めるサービスの対象となる、０歳から１１歳までの子どもの人口を平成
２７（２０１５）年から平成３１（２０１９）年までの４月１日現在の住民基本台帳の人口を基にコーホー
ト変化率法により推計しました。

年齢
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

（2020年度） （2021年度）

1,948 1,897 1,901 1,859 1,818

2,129 2,088 1,956 1,911 1,862

2,223 2,189 2,145 2,101 2,059

2,348 2,305 2,297 2,247 2,211

8,648 8,479 8,299 8,118 7,950

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
(人)

０～２歳 ３～５歳 小学校・低学年 小学校・高学年

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

(2020年度)             (2021年度)           (2022年度)            (2023年度)   (2024年度)
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（１）1号認定（3～5歳・幼児期の学校教育のみ）　 単位：人

（実績） （計画値）

（２）2号認定（3～5歳・保育の必要性あり） 単位：人

（実績） （計画値）

　前年度と比較し、認可保育園及び認
定こども園の利用児童数は、ほぼ横ば
いでしたが、預かり保育の定期利用者
の増加に伴い、2号認定の見込み量
（実績）が増加しました。提供量は、
103人分上回りました。※幼稚園等に
在籍し、預かり保育を定期的に利用す
る児童も2号認定児童として計上して
います。

3
　提供量1,498人については、見込み量1,395人
に対し103人上回りましたので、十分な数を確保
することができたものと考えます。

　2号認定の保育需要につい
ては、現行の保育施設の保
育の提供により充足できる
見込みであるため、維持に
努めます。

336 368

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

1,588

過不足分（Ｂ）－（Ａ） 103 147 173 253

合計（Ｂ） 1,498 1,541 1,541

上記以外
認可外・そ

の他 135 138 138

－ － －

1,534 1,588

138 138 138

－

特定地域型
保育事業

小規模、家庭
的、業所内保育 - － －

－ － －

見込み量（Ａ）
（上記以外）

1,260 1,260 1,236

1,403 1,396

提
供
量

特定教育・
保育施設

保育園、幼稚
園、認定こども

園
1,363 1,403

確認を受け
ない幼稚園

上記に該当
しない - －

118

（実績） （実績）

1,158 1,131 1,102

1,4501,450

評価 評価の理由 次年度以降の方向性

見込み量（Ａ）
（教育希望が強い）

135 134 132

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（実績） （実績）

123 121

1,069

過不足分（Ｂ）－（Ａ） 407 346 360 405

　前年度よりも利用者数が大幅に減少
したため、見込み量（計画値）ほど利
用者がいませんでした。提供量につい
ては、計画と同水準確保できました。
※幼稚園等に在籍し、預かり保育を定
期的に利用する児童も2号認定児童と
して計上しています。

3
　提供量1,072人については、見込み量665人に
対し407人上回ったので、十分な数を確保するこ
とができたものと考えます。

　人口減少や女性の社会進
出により、1号認定の教育需
要は減少傾向にある。教育
施設と連携し、適正な提供
量となるよう調整を行って
いきます。

420 436

令和２年度の実施状況

1,072 1,069 1,069 1,069 1,069

上記以外
認可外・そ

の他 - －

－ － －

－－ － －

677

392

見込み量（Ａ）

特定地域型
保育事業

小規模、家庭
的、事業所内保

育
- － －

677 677

392 392

提
供
量

合計（Ｂ）

（実績） （実績） （実績） （実績）

664

392392

確認を受け
ない幼稚園

上記に該当
しない 686 677

特定教育・
保育施設

保育園、幼稚
園、認定こども

園
386

保育園、幼稚園等事業

【事業概要】
　保育園は、保護者が就労や疾病などにより、就学前児童を保育することができないと認められる場
合に、保護者に代わり保育を実施します。
　幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成
長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的としています。
　この他に、幼稚園、保育園の機能を備え、就学前の教育、保育、子育て支援サービスを総合的に提
供する認定こども園があります。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

649 633665 723 709

677
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（３）3号認定（0歳・保育の必要性あり）　　　　 単位：人

（実績） （計画値）

（４）3号認定（1～2歳・保育の必要性あり） 単位：人

（実績） （計画値）

　1～2歳児の提供量は、計画値を上回
ることができましたが、見込み量も計
画値を上回ることとなり、20人の不足
となりました。

1
　提供量の実績775人については、見込み量の実
績795人に対し20人下回り、十分な数を確保でき
なかったものと考えます。

　出生数の減少や新型コロ
ナウイルス感染症などの影
響による、今後の保育需要
の動向に注視しつつ、提供
量の確保・維持に努めてい
きます。

過不足分（Ｂ）－（Ａ） ▲ 20 ▲ 44 ▲ 42

766 794 794

0 41

提
供
量

41

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

12

合計（Ｂ） 775 730 730

－

特定地域型
保育事業

小規模、家庭
的、事業所内保

育
73 72 72

上記以外
認可外・そ

の他 12 12 12 12

72 72 72

12

710

確認を受け
ない幼稚園

上記に該当
しない - － － －

646 682 710
特定教育・
保育施設

保育園、幼稚
園、認定こども

園
690 646

－

見込み量（Ａ） 795 774 772 766 753

　前年度と比較し、0歳児の利用者が
減少したため、見込み量を提供量が17
人上回りました。

3
　確保の実績174人については、量の実績157人
に対し17人上回っており、十分な数を確保でき
たものと考えます。

　出生数の減少や新型コロ
ナウイルス感染症などの影
響による、今後の保育需要
の動向に注視しつつ、提供
量の確保・維持に努めてい
きます。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（実績） （実績） （実績） （実績）

753

28過不足分（Ｂ）－（Ａ） 17 ▲ 4 1

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

合計（Ｂ） 174 192 192 207

6 6

207 207

20 24

上記以外
認可外・そ

の他 8 6 6 6

18 18 18

183

－ －

特定地域型
保育事業

小規模、家庭
的、事業所内保

育
18 18 18

確認を受け
ない幼稚園

上記に該当
しない - － － －

168 183

179

（実績） （実績）

見込み量（Ａ） 157 196 191

提
供
量

特定教育・
保育施設

保育園、幼稚
園、認定こども

園
148 168

187 183

183

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（実績） （実績）
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単位：人

（実績） （計画値）

単位：人

（実績） （計画値）

※量の見込みの考え方：アンケート調査結果から算出した利用意向及び過去５年間分の学童
保育利用率（平均利用児童／登録児童数）を総合的に勘案し必要利用人数を算出。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　学童保育所待機児童対策
の一環で、基準定員の定員
数を増やしています。

3
　確保の内容が量の見込みを上回ることができ
ました。

　引き続き学童保育所待機
児童対策を講じながら、学
童保育所運営事業を行って
いきます。

▲ 17 ▲ 4 19

887 872 872

差異（②－①） 31 ▲ 99 ▲ 50

②   確保の内容 831 827 857

0 0 0

62 65 60

６年生 3 0 0

５年生 13 66 65

97 91 89

176 173 178

４年生 48 97 93

３年生 136 181 189

206 191

369 341 335

853

１年生 344 363 357

①   量の見込み 800 926 907 904

②   確保の内容 310

２年生 256 219 203 200

※量の見込みの考え方：アンケート調査結果から、家庭類型を精査の上、事業の意向率を算
出し、必要利用人数を算出

２　放課後児童健全育成事業（学童保育所運営事業）

【事業の内容】
　共働き家庭等の小学生が放課後や学校休業日に安全で充実した生活を送れるよう、適切な
遊びや生活の場を学童保育所で提供している事業です。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）

876

　令和2年度の量の見込みは
420人となっていましたが、
利用実績は310人となりまし
た。

3
　保育需要に対して、提供体制を確保すること
が出来ました。

　保育需要の増加に備え、
提供体制の維持・確保に努
めます。

0 0 0

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

差異（②－①） 0 0 0

420 411

（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）

①   量の見込み 310 420 411

398 389 379

398 389 379

　事業名は、子ども・子育て支援法に示されている事業名で記載しています。

１　時間外保育事業（延長保育事業）

【事業の内容】
 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日や利用時間以外の日・時間において、認定
こども園、保育所などで保育を行う事業です。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
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　新型コロナウイルス感染
症感染拡大防止の観点か
ら、活動を休止としまし
た。

0
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
観点から、放課後子ども教室の活動を休止とし
ました。

　新型コロナウイルス感染
症の状況を見ながら、ス
タッフのワクチン接種及び
感染対策を浸透させ、万全
に講じることができる状態
となった時点で再開しま
す。

〇行動計画：「放課後子ども教室の目標事業量等」のとおりとします。
※新・放課後子ども総合プランにおいては、令和５（２０２３）年度までの目標事業量や実
施計画等を市町村行動計画に盛り込むべきとされていますが、東大和市子ども・子育て未来
プランは令和６（２０２４）年度までを計画期間としていることから、第１期新・放課後子
ども総合プランに基づく東大和市行動計画は令和６（２０２４）年度までを計画期間としま
す。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　学童保育所待機児童対策
の一環で、基準定員の定員
数を増やしています。

3
　確保の内容が量の見込みを上回ることができ
ました。

　引き続き学童保育所待機
児童対策を講じながら、学
童保育所運営事業を行って
いきます。

　第１期新・放課後子ども総合プランに基づく東大和市行動計画

　【趣旨・目的】
　新・放課後子ども総合プランは、「放課後子ども総合プラン」から引き続き共働き家庭等
の「小１の壁」・「待機児童」を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安心に過
ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子ども教室の
両事業の計画的な整備等を推進するため、目標を設定し、新たなプランとして策定したもの
です。
　東大和市行動計画は、新・放課後子ども総合プランに基づき、すべての小学校就学児童が
安全・安心に過ごし、多様な体験や活動を行うことができる放課後等の居場所づくりのため
の方策について、女性の就業率の上昇などの社会情勢等を踏まえ、策定しています。

〇事業の内容：放課後児童クラブの年度ごとの量の見込み及び目標整備量

〇行動計画：「量の見込みと確保策」に記載の表（第５章第５節２「放課後児童健全育成事
業（学童保育所運営事業）」に記載）のとおりとします。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

〇事業の内容：一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の令和５（２０２３）年度に
達成されるべき目標事業量・放課後子供教室の令和５年度までの実施計画
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　支援が必要な児童・生徒
の理解推進に関する講演会
を実施しました。また、特
別な配慮を必要とする児童
への対応として、学校、家
庭、子ども家庭支援セン
ター等と連携しました。

1

　学童保育所運営業務委託受託者が、職員研修
の一環として、支援が必要な児童・生徒の理解
推進に関する講演会を実施しました。また、特
別な配慮を必要とする児童への対応として、学
校、家庭、子ども家庭支援センター等と連携が
できました。

　引き続き、特別な配慮を
必要とする児童への対応に
ついて、継続的に研修を行
うほか、学校・家庭・放課
後等デイサービス事業者等
との連携について研究して
いきます。

〇事業の内容：特別な配慮を必要とする児童への対応に関する方策

〇行動計画：特別な配慮を必要とする児童への対応について、継続的に研修を行うほか、学
校・家庭・放課後等デイサービス事業者等と連携し、児童が安心して過ごすことができるよ
うに努めます。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　放課後児童クラブ及び放
課後子供教室の実施に係る
教育委員会との協議・連絡
体制構築のための窓口部署
の明確化を行いました。

2

　放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施
に係る教育委員会との協議・連絡体制構築のた
めの窓口部署の明確化について、教育委員会に
依頼し、回答を得ることができました。

　協議・連携の方法につい
て具体的に調整を進めてい
きます。

〇事業の内容：放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施に係る教育委員会と福祉部局の
具体的な連携に関する方策

〇行動計画：福祉部局及び教育委員会で窓口となる部署を明確にし、協議・連携の体制を整
えます。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　東大和市立第三小学校内
に学童保育所第三クラブの
移転準備を行いました。

1
　教育委員会や小学校等の理解と協力を得て、
当市初の学校内学童保育所の開設に向けて具体
的な準備を行うことができました。

　学童保育所第三クラブの
実施状況の検証を行い、よ
りよい実施に努めるととも
に、他の小学校への導入に
ついて検討します。

〇事業の内容：小学校の余裕教室等の放課後児童クラブ及び放課後子供教室への活用に関す
る具体的な方策

〇行動計画：余裕教室等の使用計画や活用状況等について教育委員会に照会し、学童保育所
及び放課後子ども教室としての活用について、協議を行います。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　教育委員会と連携した実
施場所及びスタッフの確保
について実施できた内容は
ありませんでした。

0
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
い、放課後子供教室を休止としたことから、具
体的な実施内容はありませんでした。

　放課後子供教室の再開が
可能となった際に、現状を
把握し、学童保育所運営委
託受託事業者及び教育委員
会等と連携について検討し
ます。

〇事業の内容：放課後児童クラブ及び放課後子供教室の一体的な、又は連携による実施に関
する具体的な方策

〇行動計画：地理的に近接しており、一体型・連携型が可能と思われる小学校区において、
教育委員会と連携し、実施場所及びスタッフの確保に努め、一体型・連携型の実施を目指し
ます。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性
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　各学童保育所から毎月広
報誌を発行しました。

3
　各学童保育所からクラブだよりを発行し、児
童の様子や行事予定、育成支援の内容について
周知を行いました。

　引き続き毎月の広報誌の
発行を継続していきます。

〇事業の内容：「新・放課後子ども総合プラン」に掲げた放課後児童クラブの役割を果たす
観点から、各放課後児童クラブにおける育成支援の内容について、利用者や地域住民への周
知を推進させるための方策

〇行動計画：各学童保育所の育成支援の内容について、各クラブから発行する広報紙によ
り、児童や保護者に周知します。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　通常の育成支援に加え、
学習支援や暦に合わせた各
種行事等を行いました。

3

　年間を通して、学習支援や英語教室の実施、
縁日遊びやクリスマス会、節分等、暦に合わせ
た行事等を行い、子どもの自主性、社会性等の
一層の向上を図ることができました。

　引き続き、学習支援や各
種行事の実施に努めます。

〇事業の内容：各放課後児童クラブが、「新・放課後子ども総合プラン」に記載した放課後
児童クラブの役割をさらに向上させていくための方策

〇行動計画：通常の育成支援に加え、学習支援や、各種行事及び合同行事などの多様な活動
を実施し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を図ります。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　平成28年度から育成時間
を午後7時まで実施していま
す。

3
　全学童保育所において、午後7時まで育成時間
を延長し、実施しました。

　引き続き育成時間の延長
の実施に努めます。

〇事業の内容：地域の実情に応じた放課後児童クラブの開所時間の延長に係る取組

〇行動計画：引き続き、午後７時までの育成時間の延長の実施に努めます。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性
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単位：人日※年間延べ利用者数

（実績） （計画値）

単位：人日※年間延べ利用者数

（実績） （計画値）

※量の見込みの考え方：ニーズ調査結果から、家庭類型を精査の上、事業の意向率を算出し、
必要利用人数を算出。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

・新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、一定期間の臨
時休館を設けることがありま
したが、感染防止対策の徹底
を図り事業を実施しました。
・ひろばの利用や育児講座、
各種教室への参加が、1,038
人ありました。
・児童館6館のひろば利用者
数は、7,617人でした。

3

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
臨時休館及び密が生じる行事等の中止期間を設け
つつ、感染対策を図りながら利用者支援に努めて
きました。
　当初の計画どおりの事業実施とはならなかった
ことから、一部達成の評価としました。

　子育て家庭の交流や相談・
情報提供などの場として、新
型コロナウイルス感染症の感
染対策を図りながら様々な工
夫を凝らし事業を実施してい
きます。
　引き続き、私立保育園3園
及び児童館6館において子育
てひろばを実施することで、
地域における子育て支援のさ
らなる推進に努めます。

6,379

5,761 5,899

12,000 12,000 12,000②   確保の内容 12,000 12,000 12,000

①   量の見込み 8,655 6,537 6,366

差異（②－①） 3,345 5,463 5,634 5,621

※量の見込みの考え方：平成３０（２０１８）年度実績に基づく。

４　地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）

【事業の内容】
　乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を設け、子育てについての相談や情報の提供、
助言、その他の援助を行う事業です。
　市内の私立保育園３園（大和南保育園・れんげ上北台保育園・玉川上水保育園）と児童館６
館に「子育てひろば」を設置し、子育て家庭の交流・情報交換の場の提供のほか、親子遊びな
どを通して、子どもとのふれあいを深める方法や子育てのあり方を学ぶ機会を提供していま
す。
　また、子育てへの不安の軽減や保護者が自信を持って子育てができるよう、子育て支援の専
門家等から話を聞くことができる「子育て講座」を実施しています。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）

6,239 6,101

・現在、家庭的環境で預かる
ことができる養育協力員の協
力により、事業を実施してい
ます。今後も、提供体制の維
持、確保に努めます。
・令和3年度から市内の児童
養護施設におけるショートス
テイも実施していきます。

164 164 164

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

差異（②－①） 190 164 164

　子育て援助活動支援事業
（さわやかサービス事業）や
一時預かり事業等（一時保育
事業・緊急一時保育事業等）
を併用した支援を優先して行
い、可能な限り児童の日常生
活環境を維持しつつ、生活の
安定を図ることを基本とし、
必要な場合には本事業を活用
しました。

3

　一時的に養育が困難になった場合に、いつでも
利用できる枠を確保しておくことが求められる事
業です。
　量に対する確保ができていることから、支援を
必要としている家庭に対し、サービスを提供する
ことができました。

28

②   確保の内容 192 192 192 192 192 192

①   量の見込み 2 28 28 28 28

３　子育て短期支援事業（子どもショートステイ事業）

【事業の内容】
　保護者が病気、出産等で子ども（２歳以上から１２歳以下の小学生まで）の養育が困難と
なったときに、養育協力家庭等で子どもを一時的に預かる事業です。現在は養育協力家庭４か
所で実施しています。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）
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（実績） （計画値）

（実績） （計画値）

※量の見込みの考え方：直近５か年の保育園及び認定こども園の２号・３号認定の利用者と一
時預かり事業の利用者から各年の利用率を算出した上で、平成３０（２０１８）年度の利用率
を採用し、保育園及び認定こども園の２号・３号認定の利用推計から一時預かり人数を算出。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

・子ども家庭支援センター及
び市内の私立保育園5園（緊
急一時保育は保育園5園）で
実施しました。
・令和2年度の量の見込みは
4,097人となっていました
が、利用実績は一時預かり事
業が5,283人、緊急一時保育
事業が40人になりました。
・子ども家庭支援センターの
一時預かり事業については、
新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止の観点から、事業
を中止した時期があったこ
と、また利用者自身の利用控
えもみられたことから、例年
と比べて利用者数は500人程
度減少しています。

3

　子ども家庭支援センターは、新型コロナウイル
ス感染症の影響から利用制限や感染防止策の徹底
などにより、継続的な事業運営に努めました。

　新型コロナウイルス感染症
の感染防止策を徹底すること
により、安全・安心な利用及
び利用者増に繋げていきま
す。

6,284 6,372 6,462

10,160 10,160 10,160

差異（②－①） 4,837 6,063 6,156

②   確保の内容 10,160 10,160 10,160

①   量の見込み 5,323 4,097 4,004

※量の見込みの考え方：直近５か年の幼稚園及び認定こども園の１号認定の利用者と一時預か
り事業の利用者から各年の利用率を算出した上で、最大の利用率を採用し、幼稚園及び認定こ
ども園の１号認定の利用推計から一時預かり人数を算出。

（２）一時預かり事業・緊急一時保育事業

【事業の内容】
　保護者の断続的な就労、通院、冠婚葬祭、リフレッシュ等により、一時的に子どもの家庭保
育が困難となった未就学児を、昼間、保育園や子ども家庭支援センターでお預かりします。現
在、一時預かり事業は、４か所で実施しています。緊急一時保育事業は、2か所で実施してい
ます。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

3,876 3,788 3,698

令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）

　令和2年度の量の見込みは
126人となっていましたが、
幼児・保育の無償化の影響に
より、利用実績は188人と増
加しました。

3
　量に対する確保の実績は充足していることか
ら、教育施設に預けながら就労等をする保護者の
保育需要にも対応できました。

　保育需要に応じた提供体制
が確保できているため、維持
に努めます。

0 0 0差異（②－①） 0 0 0

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

110

②   確保の内容 188 126 123 116 113 110

①   量の見込み 188 126 123 116 113

５　一時預かり事業

（１）幼稚園による一時預かり事業

【事業の内容】
　幼稚園の通常保育時間の前後や夏休み等の長期休業中に、保護者のニーズに合わせた保育を
行います。仕事や突発的な事情等により、一時的に家庭保育が困難となる場合に幼稚園で一時
的に預かる事業で、平成２７（２０１５）年度から開始しました。
　現在は、市内の認定こども園２園で実施しています。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）

15 ページ



単位：人日※年間延べ利用者数

（実績） （計画値）

単位：人日※年間延べ利用者数

（実績） （計画値）

0 0

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

差異（②－①） 0 0 0 0

※量の見込みの考え方：平成３０（２０１８）年度実績に基づく。

　新型コロナウイルス感染
症の影響により、里帰り出
産や出産後の祖父母の協力
を得ることが困難となった
保護者からの産前産後の家
事援助への高いニーズがみ
られました。

3
　市民のニーズに応え、必要とされるサービス
を提供することができました。

　引き続き、新型コロナウ
イルス感染症の影響による
産前産後の家事援支援の高
いニーズが見込まれること
から、対応するために必要
な支援を実施していきま
す。

285

②   確保の内容 804 285 285 285 285 285

①   量の見込み 804 285 285 285 285

【事業の内容】
　地域の子育てに関する相互援助活動を支援することにより、仕事と子育てが両立できる環境
の整備及び地域住民の子育て支援と児童の福祉の向上を図ります。
　市補助事業として、東大和市社会福祉協議会が実施するファミリー・サポート・センター事
業（さわやかサービス）により、市民の子育て支援を行うとともに、安定した事業運営を図っ
ています。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）

　保育需要に応じた提供体
制が確保できているため、
維持に努めます。

※量の見込みの考え方：直近５か年の０歳から１１歳までの子ども人口と病児保育事業の利用
者から各年の利用率を算出した上で、平均利用率を採用し、子ども人口の推計値に掛け合わせ
て算出。

７　子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

544 569 592

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

差異（②－①） 1,225 496 519

　量の実績については、新
型コロナウイルス感染症に
よる影響により計画値より
大きく減少し、前年度より
利用者が減少しました。

3

　量に対する確保の実績は充足していることか
ら、病気で集団保育が困難な時期にも、就労と
子育ての両立を図りたい保護者の保育需要に対
応できました。

1,088

②   確保の内容 1,434 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

①   量の見込み 209 1,184 1,161 1,136 1,111

６　病児保育事業（病児・病後児保育事業）

【事業の内容】
　児童が病気のため、保育園、幼稚園、小学校等に通園通学ができず、保護者の就労等の理由
のために家庭保育を行うことが困難な場合に、病院・保育所等に付設された専用スペース等に
おいて、看護師や保育士が一時的に保育等を実施します。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）
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 単位：箇所

（実績） （計画値）

 単位：箇所

（実績） （計画値）

※量の見込みの考え方：事業の性質から現状及び今後の方向性を踏まえ算出。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　妊娠届出をした全ての妊
婦に専門職が面接を行い、
妊娠、出産、育児に関する
情報提供や相談支援を行い
ました。

3

　妊娠届出時のアンケート調査により、妊婦の
不安や出産後の育児環境、支援体制等を把握
し、妊婦のニーズにあった情報提供や、きめ細
かい相談支援を行いました。

　現在の職員体制を維持
し、専門職による妊娠期か
ら子育て期まで切れ目のな
い支援を行っていきます。

0 0 0

1 1 1

差異（②－①） 0 0 0

②   確保の内容 1 1 1

①   量の見込み 1 1 1

※量の見込みの考え方：事業の性質から現状及び今後の方向性を踏まえ算出。

（２）母子保健型

【事業の内容】
　妊婦の健康保持・増進のほか、出産・子育てに対する不安の軽減を図ることで安心して出産
を迎えられるように、全ての妊婦に対して面接を行い、必要に応じて情報提供や相談を含めた
支援を行います。
　健康課窓口に１か所設置し、保健師による複数体制の配置を強化し、妊娠期から子育て期ま
で切れ目のない支援を行っています。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

1 1 1

令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）

　市役所の保育課窓口に保
育コンシェルジュを2名配置
し、保育に係る情報提供、
相談・助言等を行い、子育
て世帯への支援を行いまし
た。

3

　子育て中の保護者及び子どもや妊婦等が、そ
のニーズに応じた保育施設や保育事業を選択
し、必要な保育事業を円滑に利用できるよう支
援できました。

　今後も引き続き、市役所
の保育課窓口に保育コン
シェルジュ2名を配置し、子
育て世帯への支援の充実に
努めます。

0 0 0差異（②－①） 0 0 0

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

1

②   確保の内容 1 1 1 1 1 1

①   量の見込み 1 1 1 1 1

　８　利用者支援事業

（１）保育コンシェルジュ事業・特定型

【事業の内容】
　子ども又はその保護者の身近な場所で教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供
及び必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整を実施します。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）
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単位：人日／月

（実績） （計画値）

単位：人日／月

（実績） （計画値）

※量の見込みの考え方：前年の15歳から49歳の女性の人口に直近５年間の0歳から１歳の平均
変化率を乗じて出生数を算出して量の見込みとして算出

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　生後4か月までの乳児がい
る全ての家庭を助産師や保
健師が1回以上訪問しまし
た。

3

　生後1か月前後の早い段階で、助産師や保健師
が、乳児がいる家庭を訪問し、子育てに関する
情報提供や育児相談を行い、育児不安の軽減を
図り安心して子育てを行えるよう支援しまし
た。

　生後1か月前後の早い段階
での訪問を継続し、必要な
方には複数回の訪問を実施
し子育てに関する情報提供
や育児相談を行い育児の孤
立化を防ぎ、安心して子育
てが行えるよう支援してい
きます。

619

0 0

619 605 590②   確保の内容 455 647 631

①   量の見込み 455 647 631

差異（②－①） 0 0 0 0

※量の見込みの考え方：受診対象者数（０歳人口の推計×出現率（出生数／妊娠届（平成２７
（２０１５）年度から平成３０（２０１８）年度の出生数と妊娠届から算出））×一人当たり
の平均健診回数（平成２７（２０１５）年度から平成３０（２０１８）年度の受診対象者数と
健診回数（延べ））から算出.

１０　乳児家庭全戸訪問事業

【事業の内容】
　生後４か月までの乳児がいる家庭を、助産師や保健師が訪問します。
　訪問者は、子育てに関する情報提供を行うとともに、保護者から育児に関する相談を受ける
ことで、育児の孤立化を防ぎ、安心して子育てが行え、赤ちゃんが健やかに成長できるよう支
援しています。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）

605 590

　今年度同様、妊娠届を提
出した全ての妊婦に対し14
枚の妊婦健診受診票を交付
し、受診票を使用しない里
帰り出産等の方で申請され
た方に助成金を支給しま
す。

0 0 0

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

差異（②－①） ▲ 905 0 0

　令和2年度に妊娠届を提出
した全ての妊婦に、1人につ
き14回分の妊婦健診受診票
を交付しました。また、受
診票を使用しない里帰り出
産等の方には助成金を支給
しました。

3

　把握した全ての妊婦に必要な枚数の妊婦健診
受診票を交付し、里返り出産等で受診票を使用
しない方で申請のあった方には助成金を支給し
ました。差異については、交付した受診票が全
て年度内に使用されないこと、かつ前年度に交
付した受診券の使用数が含まれること、また未
使用となる里帰り出産等が含まれるためです。

8,260

②   確保の内容 7,664 9,058 8,834 8,666 8,470 8,260

①   量の見込み 8,569 9,058 8,834 8,666 8,470

９　妊婦健康診査事業

【事業の内容】
　妊娠期を健康に送ることができるよう、妊婦健診受診票を交付し、適切な妊娠期の健康管理
が行えるよう、支援します。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）
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単位：人日／月

（実績） （計画値）

　新型コロナウイルス感染
症の影響により、代表者会
議及び実務担当者会議は中
止もしくは書面会議としま
した。
　また、個別のケースにつ
いては、適宜、チームケア
会議等を開催しました。

3

　新型コロナウイルス感染症の影響により、書
面会議が中心となりましたが、情報提供のほ
か、児童虐待防止マニュアルの作成、懸案で
あった実務担当者会議の実施方法の検討を行う
ことができました。
　また、個別ケースについては、適宜、チーム
ケア会議を開催することで、関係機関との情報
共有、役割分担、支援方針の検討及び連携を図
り、虐待対応を行うことができました。

　関係機関との連携強化、
養育家庭や児童虐待防止等
の周知、啓発に努めます。

　社会福祉協議会に委託し
ている育児・家事支援ヘル
パーが家庭を訪問し、食事
の支度及び片付け、住居の
清掃及び整理整頓等の家事
援助を行いました。

3

　養育支援が必要となった時に、適切に対応で
きることが求められる事業です。需要に対し確
保の内容が十分にあるので、対応できたものと
考えます。

　今後も、この事業の安定
的な提供に努めます。

※量の見込みの考え方：事業の実績から年間平均利用人数を算出し、利用人数を算出。

１２　要保護児童対策地域協議会運営事業（子ども家庭支援センター運営事業）

【事業の内容】
　地域における要保護児童等の早期発見及び適切な保護・支援を実施するため、児童福祉法に
基づき東大和市要保護児童対策地域協議会を設置し、子ども家庭支援センターが調整機関と
なって、関係機関と連携して虐待対応を行います。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

51 51 51 51

①   量の見込み 26 21 21

72 72

21 2121

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

72 72

差異（②－①） 46 51

72②   確保の内容 72

１１　養育支援訪問事業

【事業の内容】
相談等を通じて養育の支援が必要と判断された家庭に対して助産師、保健師等を派遣し、健康
観察（発育、発達、体調等）、健康管理及び育児等の助言指導を行っています。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（計画値） （計画値） （計画値） （計画値）
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評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　認定こども園が、本事業
を実施するための職員加配
が難しいことから、実施は
しませんでした。

0 　事業を実施しませんでした。
　令和３年度から保育士の
雇用が増加したため、実施
する方向で検討します。

令和２年度の実施状況

１４　多様な事業者の参入促進・能力活用事業

（１）新規参入施設等への巡回支援
　教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業に新規参入する事業者（以下「新規参入事業
者」）に対して、事業経験のある者（例：保育士経験者等）を活用した巡回支援等を行うため
に必要な費用の一部を補助する事業です。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　新規参入事業者がいない
ため、実施しませんでし
た。

0 　事業を実施しませんでした。

　令和3年度以降、新規に参
入する事業者があった場
合、補助の活用を検討しま
す。

（２）認定こども園特別支援教育・保育経費
　健康面や発達面において特別な支援が必要な子どもを受け入れる認定こども園の設置者に対
して、職員の加配に必要な費用の一部を補助する事業です。

　未移行幼稚園に通園す
る、生活保護受給世帯の子
ども、年収360万円未満相当
世帯の子どもまたは所得階
層に関わらず第3子以降の子
どもの保護者に対し、保護
者が幼稚園に支払う給食費
のうち副食費について補助
し軽減し、幼稚園教育の振
興と充実を図るため、対象
者に補助金を交付しまし
た。

3

　実費徴収に係る補足給付費補助金の交付対象
者数49人に対し、補助金により、幼稚園におけ
る給食費等の負担が軽減された児童の保護者数
が延べ361人になりました。

今後も引き続き、幼稚園教
育の振興と充実を図るた
め、対象者に対し、補助金
を交付していきます。

１３　実費徴収に係る補足給付を行う事業

【事業の内容】
　低所得世帯等の児童が新制度に移行していない幼稚園を利用する際に、保護者が園に支払う
べき食材料費(副食の提供に限る)に係る費用の一部を助成します。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性
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【事業の内容】
　利用者が安心して利用でき、子どもが自分らしく健やかに成長できるように、教育・保育の
質の向上が必要となります。市では、質の高い教育・保育を提供するために、幼稚園教諭、保
育士等子どもの育ちを支援する者に対し、アレルギー対策・不審者対応・乳児救急救命等の研
修を行い、その専門性の向上を図っています。
　今後も、幼稚園教諭、保育士等が抱えている問題や時代に即したテーマで研修を行う等、更
なる質の向上に努めます。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　8月に乳幼児救急救命講習
会、10月に不審者対策研修
会、12月に病児ケア研修、3
月に児童虐待に関する研修
会を実施しました。

3

　例年は、乳幼児救急救命講習会、不審者対策
研修会、病児ケア研修、テーマ別研修（あいお
い損保連携事業）の他に食物アレルギー研修を
実施しているが、令和2年度は新型コロナウイル
スの感染拡大防止のため、実施できませんでし
た。しかし、感染防止対策を取りながら、4つ研
修会を実施でき、教育・保育の質の向上に資す
ることができました。

　引き続き、研修会を実施
し、更なる質の向上に努め
ます。

（１）認定こども園の普及に係る基本的考え方

【事業の内容】
　認定こども園が幼稚園及び保育園の機能をあわせもち、保護者の就労状況及びその変化等に
よらず、柔軟に、子どもを受け入れられる施設であるため、既存の幼稚園が認定こども園に移
行することは、利用者の利便性の向上につながります。市では、２つの私立の就学前施設が認
定こども園に移行しており、今後も幼稚園から認定こども園への移行に必要な支援を行いま
す。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　認定こども園への移行に
ついて、市内幼稚園から希
望がなかったことから、支
援を実施しませんでした。

0
　市内にある新制度未移行の幼稚園において、
認定こども園への移行について、希望がなく、
支援を実施しませんでした。

　今後も引き続き、認定こ
ども園への移行について希
望があれば、必要な支援を
実施していきます。

（２）質の高い教育・保育の提供に向けた取組
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令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　市内小規模保育事業５施
設及び家庭的保育事業２施
設について、市内認可保育
園に連携施設を設けている
ため、切れ目なく保育が受
けられるよう体制を整えて
います。

3
　地域型保育施設について全施設、連携施設を
設け、切れ目のない適切な保育を受ける体制整
備を図っています。

　次年度以降について、地
域のニーズに応じて、維持
していきます。

（３）教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本的考え
　　　方及びその推進方策

【事業の内容】
　教育・保育施設は、保育の必要な子どもに健全な発達のための養護と教育を一体的に提供
し、家庭との共同による子育てを行うとともに、幼児教育を行う場として、次代を担う子ども
たちが人間として心豊かに生きる力を身につけられるよう、生涯にわたる人間形成の基礎を培
う役割を担っています。また、地域における子ども・子育て支援の中核的な役割を担うことも
期待されています。
　地域子ども・子育て支援事業についても、子育て家庭の多様化するニーズや地域の実状を踏
まえ実施するもので、その役割は重要であり、子育て家庭が必要なサービスを利用できるよう
に支援します。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　地域子ども・子育て支援
事業について、各事業にお
いて、パンフレットやチラ
シを作成し、施設や窓口に
配布及び設置するとともに
東大和市子育てハンドブッ
ク等で周知を行いました。

3

　市の窓口や公共施設、保育施設などに配布
し、子育て家庭が情報を受け取ることができる
よう、必要なサービスを利用できるよう支援で
きました。

　今後も引き続き、子育て
家庭が必要なサービスを利
用できるよう情報発信に努
めます。

（４）地域における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携

【事業の内容】
　認定こども園、幼稚園及び保育園は、子ども・子育て支援の中核的な役割を担う教育・保育
施設である一方で、家庭的保育事業や小規模保育事業などの地域型保育事業は、供給が不足し
がちな３歳未満の児童の保育を地域に根差した身近な場での保育を提供する役割を担うもので
す。この両者が相互に補完することによって、必要とされている教育・保育の量の確保と質の
充実につながることから、地域における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携に
より、切れ目なく適切に保育が受けられるよう推進していきます。
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　事業を実施しませんでした。

　各学校で教育・保育施設
等との連携が確立してきた
ため、今後の幼保小連携会
議は随時検討を行っていき
ます。

【事業の内容】
　急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性を鑑み、総合的な少子化対策を推
進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、国の施策として幼児教
育・保育の無償化が令和元（２０１９）年１０月から開始されました。
　子ども・子育て支援新制度における「子どものための教育・保育給付」の給付対象となる幼
稚園、保育所等の保育料が無償化されるほか、子ども・子育て新制度に移行していない幼稚
園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用した際の利用料に対する給付制度が「子育
てのための施設等利用給付」として創設されました。
　市では、この制度に則り、保護者が子育てのための施設等利用給付を円滑に利用できるよ
う、制度の周知等を図るとともに、公正かつ適正な支給の確保に努めます。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　保護者が子育てのための
施設等利用給付を円滑に利
用できるよう、分かりやす
く制度の概要をまとめたカ
ラーのパンフレットを制
作・配布しました。

3

　新入園児の保護者等、初めて子育てのための
施設等利用給付を利用する場合においても、パ
ンフレットにより、理解の向上に努めることが
でき、公正かつ適正な支給の確保につながりま
した。

　制度が開始されてから3年
度が経ち、内容の理解につ
いては浸透してきていると
思われます。
　今後は、市報の掲載等、
定期的に周知を進めていき
ます。

（５）認定こども園、幼稚園及び保育園と小学校等との連携

【事業の内容】
　子どもたちの乳幼児期おける経験は多種多様です。異なる環境で過ごした子どもたちが、就
学前の教育・保育施設等に就園し、その後小学校に円滑に就学するために、就学前の教育・保
育施設等と小学校との連携が重要となります。市では、就学前の教育・保育施設等と小学校と
の連携を図るため、幼保小連携会議を実施し、小学校就学に向けての情報交換、連携に関わる
取組等を協議しています。
　今後、小学校就学に配慮が必要な子どもたちに対して、支援のさらなる充実等にむけて連携
強化を図ります。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　新型コロナウイルス感染
症拡大の観点から中止とし
ました。

0
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　様々な取り組みを通じて、児童虐待相談件数
の増加を図ることができました。また、適宜、
チームケア会議等、関係機関との連携による児
童虐待対応により、死亡事例を起こさない相談
支援に努めることができました。

　相談支援及び子育て支援
サービスの実施、関係機関
との連携、広報による普及
啓発等により、児童虐待防
止の充実を図っていきま
す。

【事業の内容】
　次世代育成支援対策推進法が令和７（２０２５）年３月までの１０年間の時限立法として延
長され、地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づ
け、10年間の集中的・計画的な取組を推進することとしていることから、市では、特定事業主
行動計画を推進します。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　子どもと子育て家庭への
総合相談支援のほか、児童
虐待防止に向けた広報・普
及啓発や関係機関への情報
提供、要保護児童対策地域
協議会の実施等、様々な取
り組みを行いました。

3

２　子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策との連携

（１）児童虐待防止の充実 

【事業の内容】
・発生予防から早期発見、早期対応に努めます。
・子どもの安全確保及び支援に努めます。
・保護者への指導及び支援等の各段階での切れ目のない総合的な対策に努めます。
・福祉、保健・医療、教育、警察等の関係機関の連携に努めます。

評価 評価の理由 次年度以降の方向性

１　産後の休業及び育児休業後における教育・保育施設等の円滑な利用の確保

【事業の内容】
　保護者が、産休・育休明けの入園を希望する時期に円滑に教育・保育施設、地域型保育事業
を利用できるよう、休業中の保護者に対して情報提供を行い円滑に職場復帰ができるよう支援
するとともに、計画的に教育・保育施設、地域型保育事業を整備します。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　保育園、幼稚園等事業に
おいて、保護者が入園を希
望する時期に円滑に利用で
きるよう、提供量の確保に
努めました。

2

　1号認定及び2号認定においては、十分な提供
量を確保することが出来ました。
しかし、3号認定（1～2歳児）において、見込み
量が提供量を上回ったため、十分な数を確保出
来ませんでした。

　幼児教育・保育の無償化
による保育需要の動向及び
保育士不足の影響を考慮し
つつ、量の拡大の方策を検
討していきます。

令和２年度の実施状況

　第1期東大和市次世代育成
支援行動計画に基づき、施
策を実施しましたが、新型
コロナウイルス感染症の影
響により、一部事業が実施
できませんでした。

1
　新型コロナウイルス感染症の影響により、一
部事業が実施出来ませんでした。

　今後も引き続き、新型コ
ロナウイルス感染症の感染
状況をみながら推進してい
きたいと考えております。
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令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　当事者及び保護者の相談
に応じ、児童発達支援、放
課後等デイサービス、障害
児相談支援の適切な支給決
定を実施しました。また、
これに際しては、必要に応
じて、やまとあけぼの学園
等の関係機関と連携し、実
施しました。

3
　当事者及び保護者の相談及び支給決定を適切
に実施しました。

　関係機関と必要に応じて
連携し、適切な相談対応及
び支給決定を継続します。

（２）母子家庭・父子家庭の自立支援の推進  

【事業の内容】
　子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策及び経済的支援策から、総合的な自立支
援を推進します。

令和２年度の実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　ひとり親家庭の総合的な
相談による自立支援を行い
ました。
　他の機関等との連携や、
ひとり親家庭を対象とした
事業の実施により、ひとり
親家庭の生活の安定と向上
に寄与しました。

2

　新型コロナウイルス感染症の感染対策を図り
ながら、継続的な相談支援の実施に努めまし
た。
・生活一般・経済的支援・生活援護相談件数
（490件）
・児童扶養手当受給者数 747人（3月末・全部停
止者124名を含む）

　引き続き新型コロナウイ
ルス感染症の感染対策を図
りながら相談支援の継続に
努めます。
　各事業の広報等により、
事業の利用の推進に努めま
す。

（３）障害児施策の充実等   

【事業の内容】
　障害児等特別な支援が必要な子どもに対して、福祉、保健・医療、教育等の各種施策を体系
的かつ円滑に実施します。
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　次世代育成支援対策推進法第8条の行動計画策定指針に基づく次世代育成支援対策に係る市町村行動計画で
す。
　市では、平成１７（２００５）年度から平成２６（２０１４）年度まで１０年間にわたり、次世代育成支援
対策推進法に基づき東大和市次世代育成支援行動計画（前期・後期）を策定し、目標事業量を定め、子育て支
援施策を推進してきました。
　平成２７（２０１５）年度から定量的な子育て支援施策の整備量等の目標を市町村子ども・子育て支援事業
計画に記載する法改正がされ、市町村次世代育成支援行動計画の策定は任意化されました。
　「東大和市子ども・子育て未来プラン」の策定にあたり、市の実情に応じた施策の推進を目的とし、地域に
おける子育て支援、子どもの健康の確保・増進と心身の健やかな成長、安心して子育てができる環境の整備等
の方策について、あらためて、第１期東大和市次世代育成支援行動計画（健やか親子２１〔第２次〕に基づく
東大和市母子保健計画の一部を含む）として位置づけることとし、平成３１（２０１９）年３月公表の東大和
市子ども・子育て支援ニーズ調査の結果等を勘案し、策定しました。

【参考】次世代育成支援対策推進法
(市町村行動計画)
第八条　市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期
として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やか
な成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業
生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」と
いう。)を策定することができる。
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　感染状況を踏まえ、感染症対策を徹
底して健康教育を実施し、また健康教
育及び相談事業においても、対面以外
の方法を工夫していきます。

１－１－６
育児相談事業（すこやか
広場）

健康課

　乳幼児期の健康・栄養・発育発達・
病気などについて保健師等に気軽に相
談を行って、知識を習得していただく
とともに、育児の仲間づくりの場を提
供しています。
　また、未熟児、多胎児などの保護者
に対し、専門的な情報提供や助言を行
い、育児不安を解消し、交流の場を提
供する事業です。

身体計測事業：9回開催　参加者576人
個別相談38人
多胎児の会：5回開催　参加者10人
高齢初産の会：5回開催　参加者38人
未熟児の会：7回開催　参加者21人
　　　　　　　　　　　（参加者数：
延）

2

　保健師、栄養士等専門職が、保護者
の状況に応じ専門的な情報提供や助言
を行い、育児不安の解消や仲間づくり
のための、交流の場を提供することが
できました。

　感染症対策等を徹底し、専門職によ
る適切な情報提供や助言を行い、育児
不安を解消及び、交流の場の提供を継
続していきます。

１－１－５
母子保健健康教育・相談
事業

健康課

　子どもの健やかな成長発達に必要
な、食事や親子の関わり・遊び・生活
リズム・むし歯予防などの生活習慣に
ついて、必要な知識の普及や情報提供
を行う事業です。
　また、妊産婦や育児中の保護者に対
して、育児不安を解消し、安心して子
どもの成長・発達に応じた子育てが行
えるよう保健師・栄養士・歯科衛生士
が個別相談を行う事業です。

育児学級：6回開催　参加者延27人
職員派遣：1回　テーマ「離乳食と卒
乳」参加者6人
講演会：1回　テーマ「生まれてから６
歳までに健康な顎を育てる子育て法」
参加者6人
保健相談：電話667件　窓口839件
歯科相談：電話10件　 窓口10件
栄養相談：電話54件　 窓口66件

2

　健康教室は、コロナ禍でありながら
人数を絞り感染症対策を徹底して実施
しました。外出自粛による窓口個別相
談の減少の対応として、電話相談等を
充実させました。

　新型コロナウイルス感染症の状況を
考慮し、工夫して実施します。

１－１－４
子育て総合相談・専門相
談（子ども家庭支援セン
ター運営事業） 子育て支援課

　子ども家庭支援センターで実施して
いる子どもと家庭に関する総合相談、
各種専門相談により、切れ目のない支
援を目指す事業です。
　福祉、保健・医療、教育等の関係機
関と連携しながら支援します。

　新型コロナウイルス感染症の影響か
ら、専門相談である非行等相談や保育
士による「かるがもひろば」及び「出
張かるがもひろば」での相談を休止す
る期間がありました。
　子ども家庭支援センターにおける子
どもと家庭に関する総合相談はホーム
ページ等での積極的な周知を図りまし
た。
　関係機関とは、相談支援にあたり、
適宜、連携を図りました。

3

　新型コロナウイルス感染症の感染防
止策の徹底を図りながら、各種専門相
談、「かるがもひろば」や「出張かる
がもひろば」を再開するなど積極的な
相談機能の実施を図りました。
　関係機関とは、適宜、情報共有及び
会議の実施等により積極的な連携によ
る相談支援が行えました。

　引き続き、子ども家庭支援センター
で実施している子どもと家庭に関する
総合相談、各種専門相談により、切れ
目のない支援を図っていきます。
　また、要保護児童対策地域協議会の
機能を活用することで、福祉、保健・
医療、教育等の関係機関と連携しなが
ら支援を行っていきます。

１－１－１
ケアラー支援事業 障害福祉課

　総合福祉センターは～とふるにおい
て、障害児（者）を介護している方に
対して、障害の制度等についての情報
提供を行うとともに、介護負担を軽減
するため、相談支援や交流会等を行う
事業です。

　障害児（者）を介護している方に対
する相談支援や交流会を実施しまし
た。

2

　コロナ禍にあって、リモート形式に
よる講演会の実施など、工夫して行い
ました。
　他方、参加者の固定化があるため、
周知方法等について検討を要します。

基本目標１　妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の仕組みをつくります

　核家族化の進行や地域のつながりの希薄化等により、妊産婦や子育て家庭が感じる孤立感、子育ての負担感を減らし、安心して子育てができるよう、すべての子ども及
び子育て家庭を対象とした、妊娠・出産期からの切れ目のない支援が必要です。
　妊産婦や子育て家庭が、孤立することがないよう、家庭を取り巻く様々な生活課題への相談等に応じ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことで、出
産・子育ての不安を軽減し、安心して子どもを生み育てることができる仕組みをつくります。

整理番号・事 業 名 担当課 施策概要 ２年度実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性
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整理番号・事 業 名 担当課 施策概要 ２年度実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性

　妊婦とそのパートナーが安心して参
加できるように感染症対策を徹底しな
がら、妊娠、出産、育児に関する情報
提供をさらに充実させて実施し、親同
士の交流や仲間作りの場を提供してい
きます。

１－４－３
青少年対策事業

青少年課

　市内の小学校区ごとに設置されてい
る青少年対策地区委員会（10地区）の
実施事業に対し助成等を行い、青少年
の健全育成を図るため、青少年をめぐ
る社会環境の浄化を目指す事業です。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、各地区での活動は
中止としました。
　「東やまとの青少年」発行のため、
東やまとの青少年編集委員会を実施し
ました。

1

　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、各地区での活動は
中止としましたが、第44号東やまとの
青少年の発行に伴い、東やまとの青少
年編集委員会を開催したため一部達成
の評価としました。

　新型コロナウイルス感染症の感染状
況等をみながら、各地区での活動も再
開していきます。

１－３－５
両親学級事業

健康課

　妊婦とそのパートナーを対象に、妊
娠・出産・育児などに関し、必要な知
識の普及や情報の提供、さらに親同士
の交流や仲間づくりなどの支援を行う
事業です。

　両親学級を5回（延15日）開催し、86
人（延226人）の参加がありました。

2

　新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止のために1回中止し、年度内に5回
感染症対策を徹底して開催し、妊婦と
そのパートナーの参加が得られまし
た。

　新型コロナウイルス感染症の流行が
減少し、診療患者が増加しても、滞り
なく救急診療や情報を提供していきま
す。

１－３－３
母子健康手帳交付時面接
事業

健康課

　妊娠期を安心して過ごし、出産でき
るよう、妊娠届出時に保健師等が面接
相談し、妊娠・出産・育児に関する制
度や行政サービスの情報を適切に提供
し、支援が必要な場合には早期から支
援を開始する事業です。

　母子健康手帳交付者５３０人の全て
に専門職が面接を行い、妊娠、出産、
育児に関する情報提供や相談支援を行
いました。

3

　母子健康手帳交付時のアンケート調
査により、妊婦の不安や出産後の育児
環境、支援体制等を把握し、妊婦の
ニーズにあった情報提供や、きめの細
かい相談支援を行いました。

　現在の職員体制を維持し、専門職に
よる妊娠期から子育て期まで切れ目の
ない支援を行っていきます。

１－２－１０
休日急患診療所運営事業

健康課

　休日の小児初期救急診療を行い、休
日・夜間等に開設している小児医療機
関の診察案内サービスや小児救急電話
相談の情報を提供する事業です。

　休日の小児初期救急診療患者数：173
人
　休日・夜間等に開設している小児医
療機関の診察案内サービスや小児救急
電話相談の情報を市報等で随時提供し
ました。

2

　新型コロナウイルス感染症の影響で
診療患者は減少しましたが、救急時の
診療や情報の提供が滞りなく提供でき
ました。
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　適切な相談対応及び支給決定を継続
します。

２－２－２
子ども支援員派遣事業

教育指導課

　通常の学級で特別な教育的支援を必
要とする児童の精神面の安定及び学校
生活又は集団生活への適応を図るため
に、支援を必要とする児童に対して子
ども支援員を派遣し、諸問題の解決を
図っていく事業です。

　子ども支援員派遣人数/回数　11名
/958回

3

　通常学級における配慮や支援の必要
な児童・生徒に情緒面の安定や学校生
活への適応を図るために、各校特別支
援教育コーディネーターと連携し、子
ども支援員を派遣しました。

　支援員の派遣に対するニーズは高
まっているため、今後も学校からの要
請に基づき、対象児童の課題解決を図
るため、各校特別支援教育コーディ
ネーターと連携し、適切に支援員を派
遣します。

２－２－１
児童発達支援事業

障害福祉課

　就学前の障害のある児童に対し、施
設において、日常生活の基本動作の指
導や集団生活への適応訓練を提供する
事業です。

　当事者及び保護者の相談に応じ、
ニーズに合わせて適切に支給決定をし
ました。

3
　適切な相談対応及び支給決定を実施
しました。

　新型コロナウイルス感染症の感染予
防対策を十分に取った上で、継続して
実施します。

２－１－２
プラネタリウム投影事業

社会教育課

　乳幼児と保護者を対象とした、「ひ
よこプラネタリウム」を投影し、親子
で星空を眺め楽しんでいただく機会を
提供する事業です。

　新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止のため中止しました。

0 　事業を実施しませんでした。
　新型コロナウイルス感染症の動向を
見ながら再開を検討します。

２－１－１
公民館事業（保育付講座・親
子サロン）

中央公民館
　中央公民館等で保育付講座を実施
し、乳幼児のいる保護者にも学習の場
を提供する事業です。

中央公民館
「生まれてきてくれてありがとう！頑
張るあなたへ贈る子育て講座」(延181
人)
「体験講座：DJママ、ポポハウ、絵本
の会、みらくるママ」（延106人）
南街公民館
「ココロとカラダをリフレッシュ」
（延46人）
「体験講座：おうちモンテッソーリの
会」（延29人）
上北台公民館
「ズンバで心と身体をリフレッ
シュ！」（延114人）
「体験講座：ゆる体操ゆるり、りらっ
くまま」（延70人）

1

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より少人数での実施でしたが、個々の
話し合いの時間を多く持つことがで
き、参加者同士の親睦を深めることが
できました。

基本目標２　ライフステージに沿った子どもの成長と発達を支援する環境をつくります

　乳幼児期は、心情、意欲、態度、基本的生活習慣等生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期です。そのことを踏まえ、発達に応じた教育・保育を通じ、子ども
の健やかな発達を保障するとともに、学齢期となる小学校生活へスムーズに移行ができるよう関係職員の連携が深まる取組を進めます。

整理番号・事 業 名 担当課 施策概要 ２年度実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性
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　新型コロナウイルス感染症の動向を
見ながら、学校、保育園・幼稚園と連
絡を取りつつ行っていきます。

２－２－７
プラネタリウム事業（学習投
影・幼児投影）

社会教育課

　小・中学生が対象の「学習投影」、
保育園・幼稚園児を対象とした「幼児
投影」を実施し、子どもたちに天文に
親しむ機会を提供する事業です。

　学習投影は35回（1195人）、幼児投
影は19回（673人）投影しました。
　理科の授業で天体の動きについて教
えるのは難しく、プラネタリウムによ
る学習の有無で児童の理解に大きな違
いがあると、小学校教員からコメント
をいただきました。

2
　新型コロナウイルスの影響により、
件数が減少しました。

今後もおはなし会やわらべうた、ブッ
クトーク等を実施し、子ども達に物語
や本に親しむ機会を増やしていきま
す。

２－２－６
郷土博物館による授業の受入
れ・講師派遣・出張授業事業

社会教育課

　学校長からの依頼により、郷土博物
館職員が理科、社会科、生活科、総合
的な学習のお手伝いをしています。
郷土博物館の各専門分野の職員が授業
に参画することで、児童・生徒に対し
て、より魅力ある学習の機会を提供し
ています。

　年間50件の授業を行いました。
　授業で行った活動を家族にも教えた
いと、後日、博物館に家族で来館され
るなどの学習効果もありました。

2
　新型コロナウイルスの影響により、
授業数が減少しました。

　新型コロナウイルス感染症の動向を
見ながら、学校と連絡を取りつつ行っ
ていきます。

２－２－５
図書館によるお話し会・出前
お話し会事業

中央図書館

　図書館全館において対象年齢ごと
に、お話し会やわらべうたのお話し会
を実施し、小学校等の読書週間等に小
学校等に出向いて、お話し会やブック
トーク等を実施する事業です。

おはなし会
　中央図書館　4歳～小1　12回
　　　　　　　小2以上　 12回
　桜が丘図書館　4歳～中学生　12回
　清原図書館　　４歳～中学生　12回

出前おはなし会　1校

※わらべうたのおはなし会は中止。

1

　新型コロナウイルスの影響により予
定していたおはなし会や出前おはなし
会が中止となってしまいましたが、少
しでも実施をすることができ、おはな
しや絵本、ブックトークを楽しんでも
らえました。

　今後も人的な配置を継続して行い、
児童・生徒の学習意欲を高め、児童・
生徒の学力向上を図ります。

２－２－４
中央図書館見学会事業

中央図書館

　小学３年生及び保育園・幼稚園年長
組の児童を対象に中央図書館見学会を
実施し（保育園・幼稚園児童には、清
原図書館でも実施）、お話し会を楽し
んだり、図書館の利用方法を学び、館
内案内や本を各自で借りる体験を通し
て、本に親しむ機会を提供する事業で
す。

市立図書館見学会

　中央図書館　小学3年生　1校2クラス
　　　　　　　小学2年生　1校3クラス
　　　　　　　保育園・幼稚園　5園
　清原図書館　小学2年生　1校2クラス
　　　　　　　保育園・幼稚園　1園

1

　新型コロナウイルスの影響により予
定していた見学会が中止となってしま
いましたが、来館した児童は、本に親
しむ機会を提供できました。

　様々な事情で図書館に来られない場
合でも、代替となる方法で補完できる
よう工夫していきます。

２－２－３
学習支援員事業

教育指導課

　小学校において特別な支援を必要と
する児童の支援及び学級の荒れの未然
防止を図るために校長が指定する特定
の学年に学習支援員を配置する事業で
す。

　小学校において、落ち着いた環境の
中で学習に取り組めるように、教室内
で子どもたちの支援を行う学習支援員
を配置しました。

3

　市内すべての小学校において学習支
援員を配置し、児童に確かな学力を身
に付けられるよう学習環境を整えるこ
とができました。
　<実績等>配置校　小学校10校
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　引き続き、法定に基づいた事務処理
を行います。

２－４－８
東大和市子どもと大人のやく
そく（東大和市子ども・子育
て憲章）啓発推進事業

保育課

　令和２（２０２０）年度に市制５０
周年を迎えるにあたり、未来を担う子
どもたちの健やかな成長を、市民、地
域、事業者及び市が相互に協力して、
守り育むとともに、子どもたち自身が
社会の一員として生きていける力を育
めるよう、子育て環境のさらなる発展
を目指し、子ども・子育てに関する
「共通の理念・指針」として、東大和
市子どもと大人のやくそく（東大和市
子ども・子育て憲章）を制定し、周
知、啓発を行う事業です。

　令和２年９月２６日（土）に行われ
た市制５０周年記念式典において、憲
章の発表を行ってから、Youtubeへの発
表動画の投稿、啓発パンフ・クリア
ファイルの配布、憲章グッズの配布等
を行いました。

3

　市内の児童・生徒及び子育て世代に
対し、憲章の周知・啓発を実施するこ
とができ、啓発パンフレット・クリア
ファイルについて、1万5千部を配布す
ることができました。
　また、発表動画についても、Youtube
において、1千回再生を達成することが
できました。

　次年度以降も啓発パンフレット・ク
リアファイルの作成を行い、市内小中
学生及び窓口での配布を行います。
　また、新たに子ども版解説編を作成
し、さらに市内小中学生への憲章の周
知・啓発を進めていきます。

２－４－５
義務教育就学児医療費助成事
業

子育て支援課

　義務教育就学児を養育している家庭
に対し、健康保険が適用される医療費
のうち、通院１回につき２００円の自
己負担分を除いた費用を助成し、児童
の保健の向上と健全な育成を図り、
もって子育ての支援に資することを目
指す事業です。

　義務教育就学児を養育している家庭
に対し、医療費の助成を行い、経済的
支援の充実を図りました。
　3月末時点の対象者数は、5,542人で
す。（児童1人につき対象者を1人とし
て計上）

3
法令に基づいた事務処理を行いまし
た。

　引き続き、法定に基づいた事務処理
を行います。

２－４－４
乳幼児医療費助成事業

子育て支援課

　乳幼児を養育している家庭に対し、
健康保険が適用される医療費のうちの
自己負担分を助成し、乳幼児の保健の
向上と健やかな育成を図り、もって子
育ての支援に資することを目指す事業
です。

　乳幼児を養育している家庭に対し、
医療費の助成を行い、経済的支援の充
実を図りました。
　3月末時点の対象者数は、4,482人で
す。（乳幼児1人につき対象者を1人と
して計上）

3
法令に基づいた事務処理を行いまし
た。

　引き続き、法定に基づいた事務処理
を行います。

２－４－１
児童手当支給事業

子育て支援課

　児童手当を対象者に支給し、子育て
家庭における生活の安定に寄与すると
ともに、次代の社会を担う児童の健全
な育成及び資質の向上を目指す事業で
す。

　法令に基づき児童手当を支給し、経
済的支援の充実を図りました。
1月分の受給者数は、6,106人です。

3
法令に基づいた事務処理を行いまし
た。

２－３－１
就学支援シート活用事業

教育指導課

　就学前の新一年生に「就学支援シー
ト」を配布し、就学に向けて「就学支
援シート」を通じて、就学前機関と小
学校、保護者が互いに連携することを
目的とした事業です。

就学支援シート回収数　182部
（新1年生総数　697名）

3

　就学支援シートを新1年生に配布し、
保護者から学校に提出されたシートに
基づき就学前機関と小学校、保護者で
情報共有を行い、切れ目ない支援を行
うことができました。

　引き続き、就学支援シートの活用を
促し、就学前機関と小学校、保護者等
の更なる連携の促進を図ります。
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　今後も、感染症対策を徹底しながら
出来る範囲で実習を取り入れ、工夫を
凝らした事業を実施していきます。

２－４－１３
食育推進教室事業

健康課

　子どもの発達段階に応じた健全な食
生活の実践のための知識の普及、地域
の食文化の継承、地元生産者との交
流、食の安全などについて、講習と調
理実習により知識の普及を行い、食に
関する関心及び理解を深め、食を選択
する力を養い、心身の健康の確保を目
指す事業です。

第1回「手打ちうどん講習会」参加者5
人
第3回「贈り物にも喜ばれる！華やか味
噌玉作り」参加者6人

2

　新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止の観点から第2回と第4回は中止と
しました。第1回と第3回は試食を中止
し、試作の実演をする等工夫して実施
しました。

　今後も、各事業ごとに感染症対策を
実施し、安心して事業に参加できるよ
うにしていきます。また、事業の利用
者が増えるよう内容の検討を行いま
す。

２－４－１２
乳幼児栄養教室・親子料理教
室事業

健康課

　離乳食講習会や幼児食講習会を行
い、離乳食、アレルギー食、食生活
等、子どもの成長に関する知識の普及
や学童期の食生活を通じた健康づくり
を支援する事業です。

離乳食講習会（初期）10回開催
参加者74人
離乳食講習会（中後期）8回開催
参加者44人
幼児食講習会　3回開催　参加者5人
親子料理教室はホームページに掲載
「おうちで楽しく食育活動」

2

　新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止の観点から人数を減らし、試食を
中止し試作のみ又はレシピ紹介のみ等
工夫を凝らして実施しました。

　今後も、感染症対策を徹底しながら
出来る範囲で実習を取り入れ、工夫し
た事業を実施していきます。

２－４－１１
乳幼児歯科保健事業

健康課

　乳幼児のむし歯予防や、からだ全体
の健康づくりの一環として、歯科健康
診査、歯科保健指導、フッ化物塗布な
どを行う事業です。

むし歯予防教室5回開催　参加者42人
歯科卒業教室5回開催  　参加者22人
歯科健診26回開催　   参加者376人
歯科予防処置26回開催 参加者116人
　　　　　　　　　　　（参加者数
延）

2
　新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止の観点から、人数を減らして事業
を実施継続しました。

　今後も青少年に薬物を乱用させない
啓発を、ポスターや標語募集や講演会
を通して行っていきます。

２－４－１０
乳幼児健診事業

健康課

　乳幼児の健康状態の確認、病気の早
期発見、心身の健やかな成長と保護者
の育児支援を図るため、健康診査（身
体計測・医師の診察・相談等）を行
い、必要に応じて経過観察健康診査を
行う事業です。

3～4か月児健康診査
受診者数546人　受診率84.5％
6か月児健康診査
受診者数559人　受診率97.0％
9か月児健康診査
受診者数556人　受診率96.5％
1歳6か月児健康診査
受診者数540人　受診率93.9％
3歳児健康診査
受診者数634人　受診率88.0％
5歳児健康診査
受診者数612人　受診率79.8％

2

　新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止の観点から、一時的な集団健診の
中止や、個別健診への切り替えにより
受診率の大幅な低下を防ぐことができ
ました。

　今後も、各健診ごとに感染症対策を
実施し、発達の節目の適切な時期に安
心・安全に健康診査が受けられるよう
事業を継続していきます。

２－４－９
薬物乱用防止の普及啓発事業

健康課
　薬物乱用防止東大和地区推進協議会
が行う、青少年に薬物を乱用させない
啓発事業の取組を支援する事業です。

　ポスター及び標語募集応募点数：ポ
スター223点、標語435点、合計658点
　市内小中学校等での講演会：6回

2

　新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止の観点から、研修会は中止となり
ましたが、市内小中学校での講演会は
実施することができ、ポスター及び標
語募集の応募数は平成31年度より増加
しました。
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　学校に配置されている東京都公立学
校スクールカウンセラーや教職員だけ
でなく、教育センター等の関係機関と
の連携をより強化し、児童・生徒への
一層のケアを図ります。

２－４－１７
スクールカウンセラー事業

教育指導課

　市内の全小・中学校にスクールカウ
ンセラーを配置し、いじめや不登校の
未然防止、改善及び解決並びに学校内
の教育相談体制の充実を目指す事業で
す。

　東京都公立学校スクールカウンセ
ラーを各校に配置しました。また、市
費負担のスクールカウンセラー（会計
年度任用職員）を小・中学校へ配置
し、学校内等における教育相談業務を
実施しました。

3

　市内全小学校10校・市内全中学校5
校・サポートルームにスクールカウン
セラーを配置し、いじめや不登校等の
未然防止、改善及び学校内の教育相談
等の充実を図ることができました。

　教育相談体制をより一層充実するた
め、スクールカウンセラーの活用を図
るとともに、関係機関との連携を強化
し、児童・生徒への一層のケアを図り
ます。

２－４－１６
サポートルーム事業

教育指導課

　不登校及び不登校傾向である児童・
生徒に対し、個別・集団・訪問指導体
制のもと、生活指導及び学習指導等を
行い、児童・生徒の学校復帰や社会的
自立に向けた適切な指導を実施する事
業です。

　不登校・不登校傾向にある児童・生
徒を対象に支援を実施しました。

3

　学校不適応児童・生徒の学習指導を
中心に児童・生徒の健全育成に努める
ことができました。
〈実績等〉学校復帰　1人
　　　　　上級学校等進学　7人
　さわやか教育相談室、サポートルー
ム、訪問相談の連携を図り、いじめ、
不登校等課題のある児童・生徒への対
応、学校への支援を行うことができ、
また、教育センター連絡会を開催し、
連携を図ることができました。

　教育相談体制をより一層充実するた
め、スクールカウンセラーの活用を図
るとともに、関係機関との連携を強化
し、児童・生徒への一層のケアを図り
ます。

２－４－１５
さわやか教育相談室事業

教育指導課
　児童・生徒の教育上の諸問題に関す
る相談活動の充実を目指す事業です。

　市内の幼児・児童・生徒の教育上の
問題や悩みに対して、個別相談に応
じ、その健全な発育に資することを目
的として、相談業務を実施しました。

3

　市内に在住または在学する児童・生
徒の教育上の諸問題に関する相談活動
を通じて、一層の教育相談の充実を図
ることができました。
〈実績等〉相談件数　82件
　さわやか教育相談室、サポートルー
ム、訪問相談の連携を図り、いじめ、
不登校等課題のある児童・生徒への対
応、学校への支援を行うことができ、
また、教育センター連絡会を開催し、
連携を図ることができました。

２－４－１４
予防接種・予防接種費用助成
事業

健康課

　各種予防接種に関する正しい知識の
普及・啓発を行うとともに、感染症の
発生及びまん延を防ぐため、法令に基
づき予防接種を行い、出産に伴う里帰
り等で事前に申請した市外での定期予
防接種の費用について、限度額の範囲
内で助成を行う事業です。

令和２年度　　助成件数　120件
（参考　平成31年度　助成件数　19
件）

3

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、里帰りの増加及び里帰り期間の延
長がありました。広報により事業の周
知を行ったため、申請件数が増えまし
た。

　今後も、感染症の発生及びまん延防
止のため事業を継続していきます。
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　引き続き、感染対策を図りながらの
運営にご協力いただき、会場の確保な
どの支援を行っていきます。

２－５－４
児童館事業

青少年課

　子どもの心身を育成し、情操を豊か
にすることを目的として、１８歳未満
のすべての子どもを対象に、地域にお
ける遊び及び生活の援助と子育て支援
を行う事業です。

　新型コロナウィルス感染症対策とし
て、令和２年２月２９日から児童館の
休館が続き、行事等も中止としまし
た。年度中に一時解除時には、行事等
の規模を縮小し、コロナウィルス感染
防止策を徹底し開館しました。

1
　休館が続いたため、十分な児童館事
業を行うことができませんでした。

　新型コロナウイルス対策を実施し、
様々な工夫を凝らし児童館事業を実施
することにより、利用者がより安心し
て楽しく過ごせる場の提供を行いま
す。

２－５－２
無料学習塾の支援

子育て支援課

　市民センター等において、市民ボラ
ンティアが企画・運営している無料学
習塾に対して、会場の確保及びチラシ
の配布などの支援を行っています。

　新型コロナウイルス感染症の影響か
ら、一部会場の利用制限がありました
が、継続的に会場を確保しました。
　感染対策を図るなどの理由により、
新たな生徒の募集は困難とのことか
ら、チラシ配布などの支援依頼はあり
ませんでした。

3

　新型コロナウイルス感染症の影響か
ら一部利用制限がありましたが、感染
対策を図りながらの運営に協力いただ
き、市民ボランティアの希望に沿った
会場確保を行うことができました。

　次年度以降も幼稚園教育の振興と充
実を図るため、保護者の申請に応じ
て、適切な補助金交付を実施していき
ます。

２－５－１
放課後等デイサービス事業 障害福祉課

　就学中の障害のある児童に対し、放
課後や夏休み等の長期休業日に生活能
力の向上のための必要な訓練や創作的
活動、地域交流の機会を提供している
事業です。

　当事者及び保護者の相談に応じ、
ニーズに合わせて適切に支給決定をし
ました。

3
　適切な相談対応及び支給決定を実施
しました。

　適切な相談対応及び支給決定を継続
します。

２－４－１９
私立幼稚園保護者に対する補
助事業

保育課

　私立幼稚園、認定こども園または幼
稚園類似施設に通園する3歳児から5歳
児までの保護者に補助を行い、保護者
の負担軽減を図る事業です。

　私立幼稚園に幼児を通園させてい
る、所得基準に該当する保護者に対
し、保護者が幼稚園に支払う入園料や
保育料の負担を所得に応じて補助し軽
減させることで、幼稚園教育の振興と
充実を図るため、幼稚園に通園させて
いる保護者に対し家庭の所得に応じて
補助金を交付しました。

3
　令和2年度における幼稚園の入園児童
数に対し、約98.9％の保護者に補助金
を交付しました。

２－４－１８
スクールソーシャルワーカー
事業

教育指導課

　問題を抱える児童・生徒の状況を的
確に把握し、当該児童・生徒がおかれ
た環境へ働きかけや関係機関とのネッ
トワークの活用・連携により問題の改
善及び軽減を目指す事業です。いじめ
に関する電話相談も実施しています。

　平成27年度より、問題を抱える児童
及び生徒の状況を的確に把握し、当該
児童・生徒が置かれた環境へ働きかけ
たり、関係機関とのネットワークを活
用したりして、問題の改善及び軽減を
図ることを目的に、スクールソーシャ
ルワーカーを教育指導課に配置しまし
た。

3

　教育指導課にスクールソーシャル
ワーカーを1人配置し、問題を抱える児
童・生徒の状況を的確に把握し、当該
児童・生徒が置かれた環境へ働きかけ
たり、関係機関とのネットワークを活
用して連携したりして、問題の改善及
び軽減を図りました。
<実績等>学校訪問、校内委員会への参
加
　　　　小学校10校・中学校5校

　児童・生徒の生活指導上の課題解決
に向け、スクールソーシャルワーカー
を校内巡回させながら活用して、関係
機関との連携を強化していきます。
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　新型コロナウイルス感染症の状況を
みながら、スタッフに感染対策を浸透
させ万全に講じることができる状態に
なったうえで再開します。

２－５－８
放課後子ども教室推進事業

青少年課

　小学生が、放課後に安全で充実した
生活を送ることができるよう、小学校
の施設を活用し、地域のボランティア
の皆様の協力を得て、勉強、スポー
ツ、文化活動、交流活動を行う事業で
す。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、活動を中止としま
した。

0
　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、活動を中止としま
した。

　新型コロナウィルス感染症感染防止
対策を徹底したうえで、利用者がより
安心して楽しく過ごせる場の提供し受
け入れを行います。

２－５－７
子どもの学習・生活支援事業

生活福祉課

　生活保護受給及び生活困窮世帯の子
どもを対象に、子どもへの学習支援、
保護者を含む生活習慣・環境の改善に
関する助言、進路選択に関する相談に
対する情報提供、関係機関との連絡調
整を業務委託で実施している事業で
す。

・令和2年度の利用者は16人。（生活保
護世帯8人、その他困窮世帯8人）（集
団対応：10人、個別対応6人）
・不登校生徒を含む中学3年生の利用者
全員（5人）の進学が決定しました。
・令和2年度はコロナ禍での実施となり
4月の緊急事態宣言中は集団対応をや
め、個別に教材を利用者宅に配布する
などの対応をしました。その後は、マ
スク着用や検温はもとより、集団対応
利用者が密とならないよう、小・中学
生別に利用時間帯を変えたり、利用者
間の距離を取るなどの対応を図りまし
た。

3

　子どもの学習・生活支援事業につい
ては、コロナ禍においても子どもが安
心できる居場所の役割を果たし、利用
者16人に生活習慣の改善に関する助言
や基礎学力の向上を目指した学習支援
を行いました。
　中学３年生は不登校だった生徒も含
め、５人全員が進学したことから、貧
困の連鎖の防止に寄与しました。

　引続き生活保護ケースワーカー、子
ども家庭センターやサポートルーム等
の関係機関と連携し、当該事業の周知
を行い、利用促進を図ります。
　特に中学３年生の支援を重点的に行
い、高等学校進学率100％を目指しま
す。

２－５－５
ランドセル来館事業

青少年課

　共働き家庭等の小学生が放課後や学
校休業日に安全で充実した生活を送れ
るよう、適切な遊びや生活の場を児童
館、小学校の余裕教室等で提供してい
る事業です。

　新型コロナウィルス感染症感染防止
対策を徹底したうえで、事業を実施し
ました。

3
　新型コロナウィルス感染症感染防止
対策を徹底したうえで、事業を実施し
ました。
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　迅速に不審者出没の情報提供を行う
ため、引き続き、安全安心情報送信
サービスを行います。

３－１－４
交通安全施設管理事業

土木課

　通学路における児童・生徒の登下校
時等の安全を確保するために、関係課
や警察と連携し、通学路標識をはじめ
とする交通安全施設の改善対策を実施
する事業です。

①道路反射鏡補修　13基
②区画線補修　5,807.83m （63路線）
③交差点鋲補修　5基
④カラー舗装補修　赤舗装 14.1㎡（2
路線）、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ 463.1m（9路線）
⑤その他施設等の補修　29件
⑥道路反射鏡の清掃　1,262基

3

　市道の定期的な点検をはじめ、通学
路合同点検、その他市民等からの要望
により、市道の道路附属物等の交通安
全施設の適正な維持管理に努めまし
た。

　安全で快適な道路交通を確保するた
め、継続した道路交通環境の整備に努
めていきます。

３－１－３
安全安心情報送信サービス

防災安全課

　不審者出没情報などの子どもの安全
に関する情報のほか、気象、地震など
災害に関する情報を携帯電話やパソコ
ンに電子メールで送信する事業です。

(1)不審者出没情報を電子メール配信
サービスの「安全安心情報送信サービ
ス」の登録者に送付しました。
(2)令和2年度下半期(10月～3月)は、3
件の不審者出没情報をメールで送信し
ました。

3
　不審者出没の情報提供があった際に
迅速にメールにより情報提供を行いま
した。

　子どもたちの安全な帰宅を促すた
め、引き続き放送を行います。

３－１－２
青色回転灯パトロールカー巡
回事業

防災安全課

　子どもたちの安全を確保するため、
青色回転灯を装着したパトロールカー
により、小・中学校及び学童保育所等
を中心とした防犯パトロールを実施す
る事業です。

　毎週月曜日から金曜日までの5日間、
午後1時15分から6時15分まで、警視庁
の運転許可証を取得した職員が市内全
域を廻り、子どもの見守り及び不審者
等の警戒を行いました。

3
　開庁日の午後1時15分から6時15分ま
での間、青色回転灯パトロールカーで
の地域の見守りを実施しました。

　地域の見守りを実施するため、引き
続き、青色回転灯パトロールカー巡回
を行います。

３－１－１
ミュージックチャイム（夕や
けこやけ）事業

秘書広報課

　子どもたちが日没前に安全に帰宅で
きるよう、「夕やけこやけ」を1月～3
月、10月～12月は午後4時30分から、4
月～9月は午後5時30分から防災行政無
線を活用して放送する事業です。

　防災行政無線を活用し、「夕やけこ
やけ」を1月～3月、10月～12月は午後4
時30分から、4月～9月は午後5時30分か
ら放送しました。

3
　１年を通して予定どおり放送を行う
ことができました。

基本目標３　子育てしやすい安全・安心な環境をつくります

　核家族化や共働き家庭の増加などの社会状況の変化によって、保育ニーズが高まっています。
　このような保育ニーズの高まりに対応していけるよう、乳幼児期における保育サービスの充実や就学児童の放課後の活動場所の充実を計画的に進めるとともに、地域や子
育て支援を行う団体等と密接に連携・協力して、子どもの成長に応じた適切な支援が受けられる、子育てしやすい環境をつくります。

整理番号・事 業 名 担当課 施策概要 ２年度実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性
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　令和３年度が始期となる「第三次東
大和市男女共同参画推進計画」にある
広報・啓発活動及び男女共同参画相談
に関する充実を図ります。

３－２－１
男女共同参画推進事業

地域振興課

　東大和市男女平等を基本とした男女
共同参画の推進に関する条例に定めら
れた東大和市男女共同参画推進計画に
基づき、男女共同参画について市民及
び事業者の理解が深まるよう取り組む
事業です。

　男女共同参画に関するパネル展の実
施、川柳の募集、情報誌の発行等の啓
発活動を行いました。また、市報・
ホームページ・ＳＮＳ等を通じ、男女
共同参画に関する様々な情報提供を行
い、意識啓発に努めました。

2

　様々な手段を用い、意識啓発に努め
ましたが、男女共同参画推進のために
はより一層の啓発が必要であるため、
周知方法の工夫・改善が必要です。

　少子高齢化によりスクールガードの
担い手不足が深刻化してきています。
子どもたちの安全を守る環境を地域全
体で作りあげていくため、スクール
ガードの募集等を行います。

３－１－８
青少年対策事業（あいさつ・
見守り・パトロール）

青少年課

　防犯パトロールなど、青少年を非行
や犯罪等から保護する活動を行ってい
る、青少年対策地区委員会へ助成を行
う事業です。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、防犯パトロール等
の活動は中止となりました。

1

　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、青少年対策地区連
絡協議会の活動全般が中止となりまし
た。

　新型コロナウイルス感染症の状況を
みながら、活動を再開します。

３－１－７
スクールガード事業

教育総務課

　交通安全に理解と熱意を持つ方を学
校安全ボランティアとして依頼し、登
下校時において、交通整理をしなが
ら、児童・生徒の見守り活動を行う事
業です。

　地域の方々によるボランティアのス
クールガードは、活動を希望する学校
で登録を行い、通学路等で子どもたち
の見守り活動を行いました。活動にあ
たっては、万が一の負傷等に備えて、
市で保険に加入するとともに、活動に
必要な物品等を貸与し、適切な見守り
活動が実施できるよう努めました。

3

　スクールガードの登録人数は、昨年
度と比べて若干減少しましたが、引き
続き通学路等で子どもたちの見守り活
動を行い、登下校時等の子どもたちの
安全確保が図られました。

　今後については、国産材を使用した
木製遊具を狭山緑地内のアスレチック
や市内公園の遊具更新に活用し、引き
続き市が目指すところである「日本一
子育てしやすいまちづくり」をすすめ
ます。

３－１－６
通学路防犯カメラ設置・維持
管理事業

教育総務課
　通学路における子どもの安全確保、
犯罪抑止に寄与するため、防犯カメラ
を設置し、維持管理する事業です。

　市内小学校10校の通学路に1校あたり
5台、合計50台設置している防犯カメラ
について、業務委託による保守点検を
行い、適切な維持管理に努めました。

2

　防犯カメラの保守点検において、故障
を発見した防犯カメラが1台ありました
が、全体的には適切な維持管理に努める
ことができ、登下校時の子どもたちの安
全確保、犯罪抑止に寄与しました。

　令和3年度については、通学路等に防
犯カメラ20台を新たに設置する予定で
す。

３－１－５
公園管理・狭山緑地管理・こ
ども広場管理事業

環境課
　子どもの遊び場及び市民の憩いの場
として、公園を整備する事業です。

　子どもたちの遊び場である立野公園
内の遊具をきれいに塗り替え、親子の
休憩場所となるパーゴラを設置し、傷
んだ園路の改修を行いました。

2

　親子で訪れやすいよう工夫するとと
もに、現在のコロナ禍での屋外レクリ
エーション施設の需要の増加に対応し
ました。
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-

３－４－１
サポートルーム事業

教育指導課

　不登校及び不登校傾向である児童・
生徒に対し、個別・集団・訪問指導体
制のもと、生活指導及び学習指導等を
行い、児童・生徒の学校復帰や社会的
自立に向けた適切な指導を実施する事
業です。

2-4-16の再掲 3 - -

３－３－３
東大和市子どもと大人のやく
そく（東大和市子ども・子育
て憲章）啓発推進事業

保育課

　令和２（２０２０）年度に市制５０
周年を迎えるにあたり、未来を担う子
どもたちの健やかな成長を、市民、地
域、事業者及び市が相互に協力して、
守り育むとともに、子どもたち自身が
社会の一員として生きていける力を育
めるよう、子育て環境のさらなる発展
を目指し、子ども・子育てに関する
「共通の理念・指針」として、東大和
市子どもと大人のやくそく（東大和市
子ども・子育て憲章）を制定し、周
知、啓発を行う事業です。

2-4-8の再掲 3 -

３－３－２
赤ちゃん・ふらっと整備事業

子育て支援課

乳　幼児とその保護者が安心して外出
できるよう、授乳やおむつ替え等がで
きる設備を、公共施設や民間施設内に
設置する事業です。

　公共施設16か所及び民間施設5か所に
設置済です。
　令和２年度は、南街市民センターの
赤ちゃん・ふらっとの再整備等を行い
ました。

3

　南街市民センターの旧赤ちゃん・ふ
らっとは、一般利用者が行き来する階
段横にあって、カーテンで回りを囲っ
ただけのものであり、幼児を連れた保
護者に不評でした。
　今回の再整備で、設置場所を移し
て、パーテーションで区切ったスペー
スを確保しました。

　公共施設への設置がほぼ終了したの
で、次年度以降の新規設置を終了しま
す。
既存の赤ちゃん・ふらっとを快適に利
用できるよう維持管理に努めます。
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　小・中学生の人権尊重思想の醸成の
ため、実施の方向です。

４－２－２
中学生の「税についての作
文」コンクール事業

課税課

　全国納税貯蓄組合連合会・国税庁が
主催の中学生の「税についての作文」
コンクール及び全国間税会総連合会が
主催の「税の標語」を通じ、租税の意
義や役割を正しく理解し、健全な納税
者意識を養う事業です。

　租税の意義や役割を正しく理解し、
健全な納税者意識を養うため、「税に
ついての作文」を実施し、市長賞の表
彰を行いました。しかし「税の標語」
については主催者が新型コロナウイル
ス感染症の影響により、募集しません
でした。

1

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、「税の標語」に関しては主催者
が募集しなかったが、「税についての
作文」に関しては、市長賞の表彰を実
施するとともに租税の意義や役割を正
しく理解し、健全な納税者意識を養う
ことができました。

　今後も「税についての作文」及び
「税の標語」について、市長賞の表彰
を実施していく予定です。

４－２－１
小・中学生対象人権啓発事業

秘書広報課

　人権の花運動や人権作文コンテス
ト、子どもからの人権メッセージ発表
会への小・中学生の参加を促すこと
で、人権尊重思想の醸成を図ります。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、中止しました。

0
　事業を中止したため、達成できませ
んでした。

　低所得者世帯、ひとり親世帯にとっ
て有意義な事業であることから、積極
的なＰＲを行っていきます。

４－１－２
就学支援シート活用事業

教育指導課

　就学前の新一年生に「就学支援シー
ト」を配布し、就学に向けて「就学支
援シート」を通じて、就学前機関と小
学校、保護者が互いに連携することを
目的とした事業です。

2-3-1の再掲 3 - -

４－１－１
受験生チャレンジ支援事業

福祉推進課

　高校・大学等の受験に備え、受験料
及び学習塾等の受講料の貸付を行い、
一定所得以下の世帯の子どもへの支援
を行う事業です。

学習塾受講料　36件　7,053千円
受験料　　　　31件　1,116千円

3
　ＰＲを積極的に行ったこと、及び減
収世帯が多かったことにより、前年度
比8件増の結果となりました。

基本目標４　子ども・若者の健やかな成長と自立を支える地域をつくります

　次代を担う子どもや若者たちが、社会の一員として自立するためには、心身ともに健やかに成長し、自ら学び考え行動する力や、社会の発展に主体的に貢献する力を身に
付けていくことが必要です。
　すべての子どもや若者たちの最善の利益が守られ、健やかに学び成長でき、社会の一員として自立に向かっていける地域をつくります。

整理番号・事 業 名 担当課 施策概要 ２年度実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性
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　引き続き小中学生に対し、啓発冊子
を配布します。
　また、若年層に対する啓発として高
等学校への啓発やパネル展を実施しま
す。

４－２－７
消費者保護対策事業

地域振興課

　消費生活に係る知識の向上と消費者
被害の防止に努めることを目的に、青
少年を含む市民への意識啓発を行うた
めの事業です。

　小学校5・6年の児童及び中学校1～3
年の生徒に対し、消費者問題解決のた
めの「消費者啓発冊子」2種ずつ配布し
ました。

1
　小中学生に対する意識啓発として、
啓発冊子の配布のみに留まりました。

-

４－２－６
親と子の環境教室事業（施設
見学会）

環境課
　小学生の親子を対象に環境教室（施
設見学会）を実施し、環境問題に対す
る意識の啓発を行う事業です。

　新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止の観点から中止しました。

0 　事業を中止しました。
　実施方法を検討したうえで、環境問
題に対する意識の啓発を行っていきま
す。

４－２－５
東大和市子どもと大人のやく
そく（東大和市子ども・子育
て憲章）
啓発推進事業

保育課

　令和２（２０２０）年度に市制５０
周年を迎えるにあたり、未来を担う子
どもたちの健やかな成長を、市民、地
域、事業者及び市が相互に協力して、
守り育むとともに、子どもたち自身が
社会の一員として生きていける力を育
めるよう、子育て環境のさらなる発展
を目指し、子ども・子育てに関する
「共通の理念・指針」として、東大和
市子どもと大人のやくそく（東大和市
子ども・子育て憲章）を制定し、周
知、啓発を行う事業です。

2-4-8の再掲 3 -

　新型コロナウイルスの感染状況を鑑
みた上で、効率的な事業展開を検討し
ます。

４－２－４
明るい選挙ポスターコンクー
ル事業

選挙管理委員会
事務局

　小・中学生を対象に、明るい選挙ポ
スターコンクール及び同ポスター展を
実施し、政治参加の重要性や選挙の意
義について啓発を行う事業です。

　市内の小・中学校から明るい選挙ポ
スターコンクールに多くの応募があり
ました。これに伴い、ポスター展を実
施しました。

3
　当該事業を実施することで、啓発す
ることができました。

　継続します。

４－２－３
社会を明るくする運動（更生
保護事業）

福祉推進課

　法務省の主唱で、更生保護について
理解を深め、犯罪のない明るい社会を
築こうとする全国的な運動を実施する
事業です。

　新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、予定していたほとんどの事
業が休止となりました。
休止となった事業
①主要事業（中学生の意見発表）
②中学校ごとのミニ集会
③産業まつりでの啓発活動

1
　予定していたほとんどの事業が中止
となりました。
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-

４－２－１２
公民館５館合同事業「夏休み
☆みんなでつくる遊空間」

中央公民館
　子どもを対象とした講座を開催し、
子どもたちが様々な体験ができる機会
をつくるための事業です。

開催回数　32回
延参加者数　477人（スタッフ含む）
期間　8月1日（土）～8月15日（土）
　　　（日及び月曜日を除く11日間）

3
　子どもたちに様々な体験をする機会
を提供することができました。

　コロナ禍、社会情勢等を見極めて事
業を実施していきます。

４－２－１１
青少年対策事業

青少年課

　市内の小学校区ごとに設置されてい
る青少年対策地区委員会（10地区）の
実施事業に対し助成等を行い、青少年
の健全育成を図るため、青少年をめぐ
る社会環境の浄化を目指す事業です。

1-4-3の再掲 1 -

　令和3年度以降は、平和事業実施方針
に基づき、事業を行います。そのとき
の状況に応じて、新型コロナウイルス
感染症対策等を行います。

４－２－１０
青少年問題協議会事業

青少年課

　東大和市青少年健全育成方針策定等
の協議をはじめ、青少年問題を総合的
にとらえ、青少年の健全育成を図る事
業です。

　東大和市善行青少年の表彰を実施し
ました。

1

　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、駅頭キャンペーン
は中止としましたが、東大和市善行青
少年の表彰については、各学校長より
表彰団体に授与を実施しました。

　新型コロナウイルス感染症の状況を
みながら、活動の再開を検討します。

４－２－９
小・中学生の広島派遣事業

社会教育課
　平和学習及び広島派遣事業や平和市
民のつどいを通じ、若い世代の平和意
識の高揚を図るための事業です。

　広島派遣事業については、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大状況に伴
い、事業を中止しました。
　平和市民のつどいについては、現地
開催ではなく、動画を制作し、広く市
の戦災建造物である変電所や平和施策
について周知しました。

2

　平和事業は、広島派遣事業のみ中止
となりましたが、他の事業について
は、一部形を変えて実施することがで
きました。

４－２－８
成人式事業

社会教育課

　新成人の門出を祝うとともに、それ
ぞれの自主性を尊重し、また、大人と
しての自覚を促す機会となる場を提供
するための事業です。

　令和３年１月１１日に実施すること
で準備を進めていましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の緊急事態宣言の発
令により、同感染症対策本部会議で中
止を決定しました。

1

　式典自体は開催できませんでした
が、その後、新成人向けに市長・議長
によるメッセージの配信や啓発品の送
付を行うことで、新成人となる対象者
へお祝いを行いました。

　令和3年度以降は、例年どおり式典を
行う方向です。ただし、そのときの状
況に応じて、新型コロナウイルス感染
症対策等を行います。
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-

５－４－３
障害児相談支援事業

障害福祉課

　障害児通所支援（児童発達支援、放
課後等デイサービス等）を利用する障
害のある児童に対し、サービスの支給
決定を受ける場合または変更する場合
に、サービス等利用計画を作成する事
業です。なお、一定期間ごとにサービ
スの利用状況の検証を行い計画の見直
しを行います。

　モニタリング（サービスの利用状況
の検証を実施）を含めて適切な支給決
定をし、当事者及び保護者の相談に適
宜対応しました。

3
　適切な支給決定及び相談対応を実施
しました。

　適切な支給決定及び相談対応を継続
します。

５－４－２
放課後等デイサービス事業

障害福祉課

　就学中の障害のある児童に対し、放
課後や夏休み等の長期休業日に生活能
力の向上のための必要な訓練や創作的
活動、地域交流の機会を提供している
事業です。

2-5-1の再掲 3 -

　児童虐待防止について、市民等への
普及啓発を図るとともに、関係機関と
の積極的な連携によって支援体制の構
築を図っていきます。

５－４－１
児童発達支援事業

障害福祉課

　就学前の障害のある児童に対し、施
設において、日常生活の基本動作の指
導や集団生活への適応訓練を提供する
事業です。

2-2-1の再掲 3 - -

５－１－１
児童虐待対応事業（子ども家
庭支援センター運営事業）

子育て支援課

　児童虐待の防止に向けた子どもと家
庭に関する総合相談、子育て支援サー
ビスの提供・調整及び子どもと家庭を
支援するネットワークの構築等によ
り、児童虐待の未然防止、早期発見及
び対応を行う事業です。
　市民等から虐待の通告があった場
合、原則４８時間以内に児童の安否確
認を行います。　ケースに応じ、福
祉、保健・医療、教育、警察等の関係
機関と連携しながら支援します。

　市民等へ児童虐待防止の普及啓発を
図るとともに、関係機関と適宜、チー
ムケア会議及び関係者会議を開催する
など児童虐待防止に向けた支援を行い
ました。
　また、地域で活動する事業所等が子
どもと高齢者の異変に気付いた場合に
連絡をいただく「東大和市子ども・高
齢者見守りネットワーク～大きな和
～」を推進しました。

3

　児童虐待相談件数が約25％増加しま
した。また、「東大和市子ども・高齢
者見守りネットワーク～大きな和～」
の協力機関が拡大したことで、地域の
安全安心が強化され、児童虐待の未然
防止、早期発見等に繋がるものとなり
ました。

基本目標５　支援や配慮を必要とする子どもや家庭を支える地域をつくります

　障害のある児童等、配慮が必要な子どもについては、子どもや保護者のニーズに応じ、子どもの特性に合わせた継続的で適切な支援が必要です。
　児童虐待については、地域社会が一体となって児童虐待の未然防止・早期発見に取り組むことが必要です。
　経済的困難を抱える等、貧困の状況にある子どもや保護者、子育て家庭の支援については、国が示す方向性等を踏まえながら、関係機関と連携して相談や負担軽減などの
支援施策を行うことで、総合的な対応を図ります。

整理番号・事 業 名 担当課 施策概要 ２年度実施状況 評価 評価の理由 次年度以降の方向性
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　引き続き、特別な教育的ニーズを必
要とする児童・生徒への巡回相談を実
施し、専門的見地より教員や保護者へ
の助言等の支援を行います。

５－４－８
巡回相談

教育指導課

　臨床心理士や特別支援教育士の資格
をもった心理相談員が、小・中学校及
び幼稚園・保育園を訪問し、特別な教
育的ニーズを必要とする児童・生徒に
対して行動観察を行うとともに、教員
や保護者へ指導の内容及び方法につい
て助言や相談を行います。

巡回指導員・巡回相談員による巡回相
談
件数　743件

3

　巡回相談員や巡回指導員が教員への
指導や保護者相談、また、小・中学校
や幼稚園・保育園からの要請に基づく
行動観察及び心理検査等を実施し、特
別な教育的ニーズを必要とする児童・
生徒の支援をすることができました。

　次年度以降も障害を早期に発見し、
適切な関係機関に紹介する等の支援を
行うため事業を継続していきます。

５－４－７
就学相談

教育指導課

　東大和市立小学校及び中学校の就学
予定者並びに小・中学校に在籍する児
童及び生徒のうち、就学相談の申込み
をされた、心身に障害がある者その他
の教育上の特別な支援が必要な者（要
支援児童等）に対して適正な就学等の
支援を行います。

就学支援委員会開催回数　21回
相談者数　141名

3

　教育上特別な支援が必要な児童・生
徒の適切な就学を図るために、就学支
援委員会を必要とする回数を開催でき
ました。

　相談申込のあった児童・生徒の就学
相談について、適切に当該児童・生徒
の実態把握等に努め、適正な就学等の
支援を実施します。

５－４－６
乳幼児発達健康診査・乳幼児
経過観察発達相談事業（障害
の早期発見）

健康課
　各種の乳幼児健康診査や保健相談等
の中で障害を早期に発見し、適切な支
援を行います。

発達健診　２２回/年参加者延１１０人
経過観察発達相談　１４１回/年
　　　　　　　　　　参加延４１６人
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から令和２年４月～５月の健
診・相談事業は中止としました。

3

　きめの細やかな相談体制の整備及び
関係機関との連携を図り、乳幼児と親
とのグループ活動へ切れ目なく支援を
行うことができました。

　年2回の開催を計画・実施していきま
す。

５－４－５
心身障害児福祉手当支給事業

障害福祉課

　２０歳未満の障害のある児童を養育
している方に手当を支給することによ
り、障害児の福祉の増進を図る事業で
す。

　支給対象児童に対し、適切に手当の
支給をすることができました。

3
　支給対象児童に対し、適切に手当の
支給をすることができました。

　適切に手当の支給を行えるよう、課
内で連携を取り事業を継続します。

５－４－４
発達障害者支援連絡会

障害福祉課
　発達障害者支援連絡会を通して、庁
内関係機関と情報連携を行い、相談支
援の充実を図ります。

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、令和2年度は中止としました。

1
　連絡会は実施できませんでしたが、
個別ケースを通じて、各関係機関との
連携を図りました。
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